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三
校

中
井
木
莵
麻
呂
に
お
け
る
儒
教
と
キ
リ
ス
ト
教
と
の
関
係

佐
　
野
　
大
　
介

    

は
じ
め
に

　

中
井
木
莵
麻
呂
は
、
懐
徳
堂
最
後
の
預
人
中
井
桐
園
の
長
子
か

つ
最
後
の
教
授
並
河
寒
泉
の
外
孫（
１
）に
あ
た
り
、
幼
い
こ
ろ
よ
り
祖

父
や
父
よ
り
漢
学
の
薫
陶
を
受
け
た
。
明
治
一
一
年
に
二
三
歳
で

ロ
シ
ア
正
教
に
入
信
、
後
、
ニ
コ
ラ
イ
・
カ
サ
ー
ト
キ
ン
大
主
教

を
助
け
て
聖
書
の
翻
訳
に
携
わ
り
、「
ニ
コ
ラ
イ
主
教
の
翻
訳
協

力
者
」と
し
て
知
ら
れ
る
。
洗
礼
名
は
パ
ウ
ェ
ル
中
井
木
莵
麻
呂
。

自
身
の
言
を
用
い
れ
ば
、「
本
儒
門
よ
り
来
り
て
正
教
に
帰
順
し

た
る
」（「
大
主
教
ニ
コ
ラ
イ
師
ノ
命
ヲ
奉
ジ
テ
中
井
木
莵
麿
拝
覆

ス
」）・「
儒
門
よ
り
出
で
て
正
教
に
帰
せ
し
」（「
中
井
木
莵
麿
再
」）

人
物
で
あ
る
。

　

木
莵
麻
呂
が
入
信
し
た
明
治
一
一
年
は
、
所
謂
切
支
丹
禁
制
の

高
札
が
撤
去
さ
れ
キ
リ
ス
ト
教
が
公
に
認
め
ら
れ
て
か
ら
僅
か
五

年
後
で
あ
り
、
当
時
の
儒
家
の
中
に
は
キ
リ
ス
ト
教
を
嫌
う
者
も

多
か
っ
た
。一
例
を
挙
げ
れ
ば
、幕
末
期
の
幕
府
儒
官
で
あ
り
、「
文

久
の
三
博
士
」
と
呼
ば
れ
た
安
井
息
軒
は
、『
弁
妄
』（
明
治
六
年

序
刊
）
を
著
し
、『
聖
書
』
の
記
述
は
出
鱈
目
ば
か
り
で
あ
り
、

キ
リ
ス
ト
教
は
人
倫
を
紊
す
も
の
だ
と
主
張
し
て
い
る
。

　

キ
リ
ス
ト
教
に
関
し
て
は
、
懐
徳
堂
に
お
い
て
も
、
木
莵
麻
呂

の
大
伯
父
に
あ
た
る
中
井
蕉
園
が
、
そ
の
著
『
杞
憂
漫
言（
２
）』
に
お

い
て
、「
天
主
ノ
教
タ
ル
、
姦
詐
ノ
甚
シ
キ
モ
ノ
ニ
テ
、
愚
民
ヲ

服
従
セ
シ
メ
、
ソ
ノ
心
ヲ
一
ツ
ニ
シ
、
オ
ノ
レ
ガ
威
ヲ
張
リ
、
兵

ヲ
強
ク
ス
ル
ノ
術
ナ
ル
ヿ
明
カ
ナ
リ
。
コ
ノ
教
ヲ
モ
テ
人
民
ヲ
蠱

惑
シ
、
人
ノ
国
ヲ
纂
ヒ
取
リ
タ
ル
ヿ
夥
シ
ト
キ
ク
」（『
杞
憂
漫
言
』

第
十
節
）
な
ど
と
し
て
大
い
に
攻
撃
し
て
い
る
。
ま
た
、
西
洋
嫌

い
で
有
名
で
あ
っ
た
木
莵
麻
呂
の
外
祖
父
並
河
寒
泉
は
、
木
莵
麻

呂
の
入
信
に
激
怒
し
、
木
莵
麻
呂
を
義
絶
し
た
。
木
莵
麻
呂
は
こ

の
こ
と
に
つ
い
て
、
後
に
、
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故
懐
徳
書
院
の
教
授
並
河
樺
翁
と
云
う
自
分
の
外
祖
が
自
分

の
正
教
を
奉
じ
た
こ
と
を
聞
い
て
非
常
に
憤
激
し
て
遂
に
自

分
に
対
し
て
祖
孫
の
縁
ま
で
切
り
果
て
は
そ
の
家
の
閾
を
踰

え
る
こ
と
さ
え
禁
じ
た
の
で
あ
っ
た
。（「
翻
刻
「
中
井
先
生

懐
旧
談
」」（
草
野
友
子
翻
刻
、『
懐
徳
堂
研
究
』
第
二
号
、

平
成
二
三
年
二
月
））

と
語
っ
て
い
る
。

　

で
は
、
幼
少
期
を
懐
徳
堂
で
過
ご
し
、
ロ
シ
ア
正
教
に
入
信
す

る
ま
で
い
わ
ば
儒
教
の
徒
で
あ
っ
た
木
莵
麻
呂
に
お
い
て
、
儒
教

的
知
見
と
ロ
シ
ア
正
教
の
教
え
と
は
い
か
に
し
て
整
合
が
と
ら
れ

て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

近
年
、
井
上
了
氏
・
池
田
光
子
氏
に
よ
る
大
阪
大
学
附
属
図
書

館
懐
徳
堂
文
庫
の
調
査
に
よ
っ
て
『
中
井
木
莵
麻
呂
キ
リ
ス
ト
教

関
係
草
稿
類
』
な
る
資
料
の
存
在
が
明
ら
か
に
さ
れ
た（
３
）。
本
稿
で

は
、
主
と
し
て
こ
の
新
資
料
を
用
い
て
、
ロ
シ
ア
正
教
徒
で
あ
る

中
井
木
莵
麻
呂
の
宗
教
観
お
よ
び
儒
教
観
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

　

明
治
期
、
キ
リ
ス
ト
教
に
入
信
し
た
者
の
中
に
は
、
知
識
人
が

多
く
含
ま
れ
て
い
た
が
、
幕
末
よ
り
明
治
に
到
る
時
代
に
お
け
る

「
知
識
人
」と
は
、
ほ
ぼ
全
て
が
漢
学
の
素
養
を
持
つ
人
間
で
あ
っ

た
。
懐
徳
堂
で
生
ま
れ
育
ち
、
後
に
ロ
シ
ア
正
教
に
入
信
し
た
と

い
う
経
歴
を
持
つ
中
井
木
莵
麻
呂
の
宗
教
観
や
思
想
に
つ
い
て
探

究
す
る
こ
と
は
、
木
莵
麻
呂
個
人
の
み
な
ら
ず
、
日
本
に
お
け
る

キ
リ
ス
ト
教
受
容
史
に
関
す
る
知
見
を
増
す
こ
と
に
も
繋
が
る
と

い
え
よ
う
。

一
、
木
莵
麻
呂
に
お
け
る
儒
教
の
天
と

　
　
キ
リ
ス
ト
教
の
天
と

一
―
一
、
儒
教
の
天
と
キ
リ
ス
ト
教
の
天
と
に
関
す
る
了
解

　

キ
リ
ス
ト
教
が
我
邦
に
受
容
さ
れ
る
に
あ
た
っ
て
、
儒
教
の

「
天
」
と
キ
リ
ス
ト
教
の
「
天
」
と
の
関
係
は
、
一
つ
の
大
き
な

争
点
で
あ
っ
た
。

　

例
え
ば
、幕
末
期
水
戸
藩
の
儒
者
で
あ
っ
た
会
沢
正
志
斎
の『
豈

好
辨
』
に
は
、

何
を
か
中
国
尊
奉
す
る
所

4

4

4

4

4

4

4

と
曰
う
。
曰
く
天
帝
4

4

と
。
西
人
亦

た
天
主
を
尊
奉
す
。
其
の
実
相
い
近
か
ら
ざ
ら
ん
か
。
曰
く
、

其
の
名
則
ち
似
れ
ど
も
、
其
の
実
相
い
反
す
る
な
り
。
聖
人

の
道
、
其
の
自
然
に
因
り
、
而
し
て
其
の
故
を
求
む
。
…
…

一
家
の
言
に
非
ず
。
而
し
て
天
下
皆
之
を
知
る
。
天
下
の
公

道
な
り
。
西
夷
謂
う
所
の
天
主

4

4

4

4

4

4

4

4

は
、
夷
輩
名
づ
く
る
所
。
本
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も
と
意
想
に
出
ず
。
其
れ
私
言
な
り
。
故
に
万
物
を
以
て
胡

神
の
造
る
所
と
為
し
、
嚇
す
に
身
後
の
禍
福
を
以
て
す
。
其

の
帰
す
る
と
こ
ろ
人
を
し
て
心
を
専
に
し
胡
神
を
敬
せ
し
む

る
に
過
ぎ
ず
（
何
曰
、
中
国
所
尊
奉
。
曰
天
帝
。
西
人
亦
尊

奉
天
主
。
其
実
不
相
近
乎
。
曰
其
名
則
似
、
其
実
相
反
也
。

聖
人
之
道
、
因
其
自
然
、
而
求
其
故
。
…
…
非
一
家
之
言
、

而
天
下
皆
知
之
。
天
下
之
公
道
也
。
西
夷
所
謂
天
主
者
、
夷

輩
所
名
。
本
出
意
想
。
其
私
言
也
。
故
以
万
物
為
胡
神
所
造
、

嚇
以
身
後
禍
福
、
其
帰
不
過
使
人
專
心
敬
胡
神
）。（
傍
点
引

用
者
、
以
下
同
）（『
豈
好
辨
』）

と
あ
り
、
中
国
の
「
天
帝
」
と
西
洋
の
「
天
主
」
と
を
比
較
し
、

全
く
の
別
物
と
断
じ
た
上
で
、
中
国
の
「
天
帝
」
の
優
位
を
説
い

て
い
る
。

　

明
治
期
に
キ
リ
ス
ト
教
に
接
近
し
た
儒
者
と
し
て
有
名
な
中
村

正
直
は
、「
敬
天
愛
人
説
」
に
お
い
て
、
上
編
で
儒
教
経
典
に
お

け
る
「
敬
天
」「
愛
人
」
語
の
用
例
を
並
べ
、
下
編
を

天
は
我
を
生
ず
る
者
、
乃
ち
吾
が
父
な
り
（
天
者
生
我
者
、

乃
吾
父
也
）。（「
敬
天
愛
人
説
」
下
編
）

と
い
う
句
よ
り
始
め
、「
天
」
と
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
「
父
」（
＝

神
）
と
の
接
近
を
謀
っ
て
い
る
。

　

で
は
、
木
莵
麻
呂
に
お
い
て
は
、
こ
の
問
題
は
ど
の
よ
う
に
考

え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
考
察
す
る

に
あ
た
っ
て
、
極
め
て
有
用
と
考
え
ら
れ
る
の
が
、『
中
井
木
莵

麻
呂
キ
リ
ス
ト
教
関
係
草
稿
類
』
に
含
ま
れ
る
「
大
主
教
ニ
コ
ラ

イ
師
ノ
命
ヲ
奉
ジ
テ
中
井
木
莵
麿
拝
覆
ス
」
と
「
中
井
木
莵
麿
再
」

と
の
両
資
料
で
あ
る
。「
大
主
教
ニ
コ
ラ
イ
師
ノ
命
ヲ
奉
ジ
テ
中

井
木
莵
麿
拝
覆
ス
」（
以
下
「
返
信
１
」
と
略
称
）
と
は
、
久
保

田
啓
十
郎
な
る
人
物
が
ロ
シ
ア
正
教
側
に
対
し
て
発
し
た
質
問
状

に
対
す
る
返
書
の
草
稿
で
あ
り
、「
中
井
木
莵
麿
再
」（
以
下
、「
返

信
２
」
と
略
称
）
は
さ
ら
に
そ
の
返
書
に
対
す
る
久
保
田
の
再
反

論
に
対
す
る
返
書
の
草
稿
で
あ
る
。

　

明
治
四
〇
年
（
一
九
〇
七
）
四
月
十
日
、
ニ
コ
ラ
イ
主
教
が
神

田
青
年
会
館
に
お
い
て
講
演
を
行
な
い
、
そ
の
内
容
に
疑
問
及
び

不
満
を
持
っ
た
久
保
田
が
、
儒
家
の
立
場
か
ら
ニ
コ
ラ
イ
に
対
し

て
質
問
状
を
送
り
、
ニ
コ
ラ
イ
は
そ
れ
に
対
す
る
返
事
を
木
莵
麻

呂
に
命
じ
た
。
つ
ま
り
こ
の
返
信
は
、
儒
家
か
ら
の
ロ
シ
ア
正
教

に
対
す
る
質
問
へ
の
回
答
で
あ
り
、
木
莵
麻
呂
の
儒
教
・
キ
リ
ス

ト
教
観
を
考
察
す
る
の
に
適
し
た
内
容
の
資
料
だ
と
い
え
る
。

　

キ
リ
ス
ト
教
が
東
ア
ジ
ア
儒
教
世
界
に
流
入
し
た
際
、
大
き
な

問
題
と
な
っ
た
の
が
、
キ
リ
ス
ト
教
の
「
神
」
と
儒
教
の
「
天
」

と
の
問
題
で
あ
っ
た
。
中
国
で
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
伝
道
に
携
わ
っ

中井木莵麻呂における儒教とキリスト教との関係 ― 佐野大介
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た
マ
ー
テ
ィ
ン
は
、
そ
の
著
『
天
道
遡
原
』
の
冒
頭
部
に
お
い
て
、

神
に
つ
い
て
語
る
に
あ
た
り
、

其
の
所
謂
天4

は
、
蒼
の
天
に
非
ず
、
乃
ち
宇
宙
の
大
主
宰

4

4

4

な

り
。
其
の
性
は
則
ち
聖
に
し
て
知
る
べ
か
ら
ず
。
所
以
之
を

称
し
て
神4

と
曰
う
。
世
人
嘗
て
人
鬼
を
奉
じ
て
以
て
神
と
為

す
に
因
り
て
が
故
に
、
又
之
を
別
ち
て
真
神
4

4

と
曰
う
。
其
の

位
は
則
ち
至
尊
対
ず
る
無
し
。所
以
之
を
称
し
て
帝4

と
曰
う
。

世
間
亦
た
君
王
の
尊
き
を
以
て
帝
と
為
す
に
因
り
て
が
故

に
、
又
之
を
別
ち
て
上
帝
4

4

と
曰
う
。
其
の
心
は
則
ち
生
を
好

む
を
徳
と
為
す
。
創
め
て
人
類
を
造
る
。
万
世
の
人
之
を
以

て
本
と
為
さ
ざ
る
無
し
。
所
以
之
を
称
し
て
父4

と
曰
う
。
世

人
生
身
の
父
有
ら
ざ
る
莫
き
が
故
に
、
又
之
を
別
ち
て
天
父
4

4

と
曰
う
（
其
所
謂
天
、
非
蒼
之
天
、
乃
宇
宙
之
大
主
宰
也
。

其
性
則
聖
而
不
可
知
。
所
以
称
之
曰
神
。
因
世
人
嘗
奉
人
鬼

以
為
神
。
故
又
別
之
曰
真
神
。
其
位
則
至
尊
無
対
。
所
以
称

之
曰
帝
。
因
世
間
亦
尊
君
王
以
為
帝
。
故
又
別
之
曰
上
帝
。

其
心
則
好
生
為
徳
創
造
人
類
。
万
世
之
人
無
不
以
之
為
本
。

所
以
称
之
曰
父
。
因
世
人
莫
不
有
生
身
之
父
。
故
又
別
之
曰

天
父
）。（『
天
道
遡
原
』
上
巻
「
天
道
遡
原
引
」）

と
述
べ
、
キ
リ
ス
ト
教
の
「
天
」
に
つ
い
て
、「
宇
宙
之
大
主
宰
」

「
神
」「
真
神
」「
帝
」「
上
帝
」「
父
」「
天
父
」
な
ど
の
多
様
な
言
葉

を
用
い
て
表
現
さ
れ
る
と
し
て
い
る
。

　

溝
口
雄
三
氏
が
「
天
あ
る
い
は
天
の
観
念
の
あ
り
よ
う
や
は
た

ら
き
と
い
っ
た
も
の
を
説
明
す
る
の
に
、
考
え
て
み
れ
ば
、
こ
れ

ほ
ど
多
岐
に
わ
た
る
も
の
は
な
い
。
曰
く
、
内
在
的
、
超
越
的
、

原
理
的
、
実
体
的
、
あ
る
い
は
曰
く
、
自
然
的
、
法
則
的
、
理
法

的
、
道
徳
的
、
主
宰
的
、
運
命
的
、
窮
極
的
、
無
限
的
…
…
。
こ

の
多
岐
性
は
、
中
国
の
天
に
つ
い
て
い
え
ば
、
天
が
理
、
自
然
、

道
な
ど
こ
れ
ま
で
と
り
あ
げ
て
き
た
概
念
の
す
べ
て
を
包
括
す
る

と
い
っ
た
、
そ
の
文
字
ど
お
り
天
空
の
よ
う
に
か
ぎ
り
な
い
ひ
ろ

が
り
に
由
来
す
る
」（「
中
国
の
「
天
」（
上
）」『
文
学
』
第
五
五
巻

第
一
二
号
、
一
九
八
七
年
）
と
す
る
よ
う
に
、
中
国
思
想
史
に
お

い
て
、「
天
」、
さ
ら
に
こ
こ
か
ら
派
生
す
る
「
天
主
」「
天
帝
」「
上

天
」「
皇
天
上
帝
」
な
ど
の
語
の
中
は
、
人
格
神
・
自
然
運
行
・

存
在
根
拠
・
道
徳
理
法
・
生
成
主
宰
な
ど
、
多
く
の
意
味
を
含
ん

で
い
る
。
ま
た
、
キ
リ
ス
ト
教
の
「
天
」
は
、「
天
に
ま
し
ま
す

我
等
が
神
よ
云
々
」と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、「
神
」と
同
一
視
さ
れ
、

「
父
」「
デ
ウ
ス
」
な
ど
と
も
表
現
さ
れ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
が
東
北

ア
ジ
ア
世
界
に
進
入
す
る
に
あ
た
り
、
こ
の
中
国
的
「
天
」
と
、

キ
リ
ス
ト
教
の
「
神
」
と
の
関
係
は
、
単
な
る
訳
語
の
問
題
に
留

ま
ら
ず
、教
え
の
本
質
に
関
わ
る
大
問
題
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
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一
―
二
、
木
莵
麻
呂
に
お
け
る
「
儒
教
の
天
」
認
識

　
「
返
信
１
」
は
、
久
保
田
の
質
問
状
に
対
す
る
二
つ
の
回
答
よ

り
成
る
が
、
第
一
問
と
し
て
「
天
」
の
問
題
を
採
り
上
げ
て
い
る
。

尊
書
ノ
第
一
問
ハ
、
孔
子
ガ
所
謂
天
ヲ
以
テ
基
督
教
ノ
造
物

主
、
即
神
ト
異
ナ
ル
所
ナ
シ
ト
為
シ
、
論
語
ヲ
引
キ
テ
之
ヲ

立
証
セ
リ
。
想
フ
ニ　

貴
下
ノ
疑
点
ハ
ニ
コ
ラ
イ
師
ガ
神
儒

仏
ハ
神
ニ
対
ス
ル
渇
望
ヲ
ノ
ミ
起
サ
セ
タ
リ
ト
雖
、
此
ノ
渇

ヲ
医
ス
ル
ニ
足
ル
者
ニ
ア
ラ
ズ
ト
ノ
意
ニ
対
シ
テ
、
儒
教
モ

亦
已
ニ
天
ヲ
説
キ
タ
レ
バ
、
基
督
教
ヲ
俟
タ
ズ
シ
テ
、
已
ニ

神
ニ
対
ス
ル
道
ヲ
尽
セ
リ
ト
云
フ
ニ
ア
ル
カ
。（「
返
信
１
」）

こ
れ
に
よ
る
と
、
第
一
問
は
、
先
ず
ニ
コ
ラ
イ
が
講
演
に
お
い
て

「
儒
教
が
神
を
説
か
な
い
こ
と
」
を
儒
教
の
欠
点
と
し
て
挙
げ
、

そ
れ
に
対
し
て
久
保
田
が
「
儒
教
が
天
を
説
く
こ
と
」
を
以
て
ニ

コ
ラ
イ
の
発
言
に
反
論
し
た
も
の
で
あ
る
ら
し
い（
４
）。「
返
信
１
」

に
は
、
続
い
て
、

貴
説
ノ
如
ク
、
論
孟
易
詩
書
中
ニ
累
見
ス
ル
所
ノ
天
、
或
ハ

皇
天
上
帝
等
ノ
語
ハ
、
是
レ
正
シ
ク
天
ノ
至
上
者
万
有
ノ
主

宰
ヲ
呼
龥
ス
ル
声
ニ
シ
テ
、
人
性
固
有
ノ
要
求
ニ
ヨ
リ
テ
発

セ
シ
者
ニ
外
ナ
ラ
ズ
。（「
返
信
１
」）

と
あ
り
、
久
保
田
の
質
問
が
儒
家
経
典
に
見
え
る
「
天
」「
皇
天

上
帝
」
な
る
語
を
豊
富
に
引
用
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か

る（
５
）。

　

こ
の
質
問
に
対
し
て
、
木
莵
麻
呂
は
、
先
ず
、

独
古
聖
前
賢

4

4

4

4

ガ
、
其
霊
妙
不
測
ノ
功
力
ヲ
称
讃
シ
、
幽
劣
深

奥
ノ
妙
用
ヲ
説
明
シ
、
不
可
見
ノ
皇
天
上
帝

4

4

4

4

ヲ
シ
テ
人
前
ニ

昭
著
ナ
ラ
シ
メ
タ
ル
ハ
、
是
レ
其
聡
明
叡
知
衆
人
ニ
超
エ
タ

ル
ヲ
以
テ
、
未
見
ノ
上
帝
ヲ
識
得
ス
ル
コ
ト
、
崇
高
ニ
シ
テ
、

且
明
顕
ナ
ル
ニ
因
ル
ナ
リ
。（「
返
信
１
」）

と
し
て
、「
古
聖
前
賢
」
即
ち
聖
人
が
「
皇
天
上
帝
」
を
人
々
に

説
い
た
見
識
を
賞
賛
す
る
。

　

そ
う
し
て
、
続
け
て「
後
儒
」の
天
観
に
言
及
す
る
。
先
ず
、『
論

語
』「
罪
を
天
に
獲
れ
ば
禱
る
所
な
き
な
り
（
獲
罪
於
天
無
所
禱

也
）」（
八
佾
）
の
朱
注
「
天
即
理
な
り
（
天
即
理
也
）」（『
論
語
集

註
』）
を
取
り
上
げ
、
こ
れ
に
反
論
を
加
え
た
後
、

要
ス
ル
ニ
、
天
ハ
則
天
、
理
ハ
則
理
ニ
シ
テ
、
混
淆
シ
テ
一

ト
為
ス
可
カ
ラ
ズ
。（「
返
信
１
」）
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と
結
論
づ
け
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
「
後
儒
」
が
具
体
的
に
は
理
気

説
を
説
く
宋
儒
を
指
す
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
う
し
て
、
こ
の「
天
」

と
「
理
」
と
を
「
混
淆
シ
テ
一
ト
」
し
た
「
後
儒
」
に
対
し
て
、

唯
其
天
、
或
ハ
皇
天
上
帝
ノ
語
義
ハ
、
後
儒
4

4

ガ
之
ヲ
理
ナ
リ

ト
解
キ
タ
ル
ハ
、
遂
ニ
古
聖
賢
ガ
天
ニ
対
シ
テ
識
得
セ
シ
所

ヲ
誤
リ
テ
、
永
ク
其
真
相
ヲ
掩
没
セ
リ
。（「
返
信
１
」）

後
儒
4

4

孔
子
ノ
意
ヲ
推
測
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
。
故
ニ
一
タ
ビ
解

説
ヲ
誤
リ
テ
惑
ヲ
後
世
ニ
遺
ス
ニ
至
レ
リ
。（「
返
信
１
」）

な
ど
と
し
て
批
判
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
木
莵
麻
呂
は
儒

教
の
天
を
、「
古
聖
賢
」（
＝
経
書
・
孔
子
）
の
説
と
「
後
儒
」（
＝

宋
儒
）
の
説
と
に
分
け
、「
古
聖
賢
」
の
説
を
承
認
す
る
一
方
で
、

「
後
儒
」
の
説
を
否
定
し
て
い
る
訳
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、

本
来
儒
教
ノ
所
謂
天
或
ハ
皇
天
上
帝
ハ
、
決
シ
テ
基
督
教
ノ

教
フ
ル
所
ト
矛
盾
ス
ル
者
ニ
ア
ラ
ズ
シ
テ
、
直
ニ
之
ト
相
合

フ
ベ
キ
者
ナ
リ
。（「
返
信
１
」）

と
い
う
認
識
が
成
立
す
る
こ
と
と
な
る
。

　

こ
の
、
儒
教
の
天
を
二
つ
に
分
け
る
や
り
方
は
、「
返
信
２
」

に
お
い
て
も
踏
襲
さ
れ
、さ
ら
に
細
か
く
解
説
が
な
さ
れ
て
い
る
。

「
返
信
１
」
の
回
答
に
満
足
し
な
か
っ
た
久
保
田
が
、
さ
ら
に
七

月
二
十
五
日
付
け
で
送
っ
て
来
た
反
論
に
対
す
る
返
信
が
「
返
信

２
」
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
久
保
田
が
問
う
た
「
天
ノ
造
物
主
宰
」

な
る
語
に
関
し
て
、
木
莵
麻
呂
は
、

儒
教
ニ
於
テ
、
天
地
ノ
動
力
又
ハ
至
上
有
権
者
ト
立
ツ
ル
者

ハ
、
二
ノ
方
面
ヨ
リ
之
ヲ
観
察
ス
ル
ヲ
得
ベ
シ
。
一
ハ
易
道

4

4

4

4

ノ
解
説
ニ
属
ス
ル
理
論

4

4

4

4

4

4

4

4

4

ニ
シ
テ
、
一
ハ
古
聖
賢
ガ
心
性
ノ
要

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

求
ニ
応
ジ
テ
発
露
セ
シ
所
ノ
神
霊
上
ノ
直
覚

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

ナ
リ
。（「
返
信

２
」）

と
し
て
、
天
に
関
す
る
儒
教
理
論
を
、「
易
道
ノ
解
説
ニ
属
ス
ル

理
論
」
と
「
古
聖
賢
ガ
心
性
ノ
要
求
ニ
応
ジ
テ
発
露
セ
シ
所
ノ
神

霊
上
ノ
直
覚
」
と
に
分
け
て
解
説
し
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、「
易

ノ
天
」
に
つ
い
て
、

易
道
ノ
解
説
ニ
据
レ
バ
、
無
極
ナ
ル
太
極
ア
リ
テ
、
是
ヨ
リ

陰
陽
ノ
両
儀
ヲ
生
ジ
、
陰
陽
ノ
作
用
ニ
ヨ
リ
テ
万
物
ハ
化
成

セ
ラ
レ
、
而
シ
テ
万
物
ノ
屈
伸
往
来
ス
ル
所
ニ
於
テ
鬼
神
ノ

行
動
顕
ル
ル
ナ
リ
。
…
…
即
理
体
ヨ
リ
生
ジ
テ
万
物
ノ
造
成
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セ
ラ
ル
ル
ニ
至
ル
マ
デ
、総
テ
是
レ
無
意
識
ノ
行
動

4

4

4

4

4

ニ
シ
テ
、

智
能
ヲ
具
有
セ
ル
一
大
有
権
者
ノ
活
現
ス
ル
所
ヲ
見
ル
ナ

シ
。（「
返
信
２
」）

と
す
る
。「
易
道
ノ
解
説
」
と
し
て
「
無
極 

→ 

太
極 

→ 

陰
陽 

→ 

万
物 

→ 

鬼
神
」
と
い
う
造
化
の
順
序
が
示
さ
れ
て
お
り
、
こ

こ
で
言
う
「
易
道
」
は
、「
太
極
図
説
」
に
基
づ
く
も
の
で
、「
返

信
１
」
の
「
後
儒
」
説
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

木
莵
麻
呂
は
こ
こ
で
、
一
連
の
造
化
の
流
れ
を「
無
意
識
ノ
行
動
」

と
評
し
、「
太
極
図
説
」
の
造
化
論
が
「
智
能
ヲ
具
有
セ
ル
一
大

有
権
者
ノ
活
現
ス
ル
所
」
が
見
え
な
い
、
つ
ま
り
人
格
神
の
存
在

を
措
定
し
な
い
こ
と
を
以
て
、
否
定
の
根
拠
と
し
て
い
る
。

　

さ
ら
に
、「
古
聖
賢
ノ
直
覚
」
に
関
し
て
、

孔
子
ガ
屢
天
ト
云
ヒ
、
或
ハ
詩
書
等
ニ
上
天
昊
又
ハ
皇
天
上

帝
等
ノ
語
ア
ル
ハ
、
易
道
ノ
解
説
ヲ
離
レ
タ
ル
心
性
ノ
直
覚

ナ
ル
ガ
故
ニ
、
只
斯
ノ
方
面
ニ
在
リ
テ
ハ
、　

貴
下
ノ
言
ハ

ル
ル
如
ク
我
ガ
基
督
教
ニ
於
テ
教
フ
ル
所
ノ
神
造
物
主
ヲ
認

識
セ
シ
者
ニ
外
ナ
ラ
ズ
。（「
返
信
２
」）

と
い
い
、
こ
れ
を
「
基
督
教
ニ
於
テ
教
フ
ル
所
ノ
神
造
物
主
」
即

ち
人
格
神
を
肯
定
す
る
思
考
で
あ
る
と
す
る
。
そ
う
し
て
、
そ
の

天
観
よ
り
両
者
を
、

故
ニ
僕
ハ
、
易
道
ノ
解
説
ノ
方
面
ニ
に
於
テ
ハ
、
儒
教
ヲ
以

テ
唯
理
論
ナ
リ
ト
認
メ
、古
聖
賢
ノ
直
覚
ノ
方
面
ニ
於
テ
ハ
、

之
ヲ
唯
一
神
教
ノ
一
種
ト
為
ス
。（「
返
信
２
」）

と
し
て
、「
易
説（
後
儒
説
）＝
唯
理
論
」「
古
聖
賢
説
＝
唯
一
神
教
」

と
結
論
づ
け
て
い
る（
６
）。

　

で
は
、な
ぜ
こ
の
よ
う
に
同
じ
儒
家
理
論
の
中
で
も
、「
古
聖
賢
」

の
説
は
許
容
さ
れ
、「
後
儒
」
説
は
否
定
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
れ
は
、
木
莵
麻
呂
の
天
に
関
す
る
理
解
に
関
係
し
て
い
る
。

天
ト
ハ
意
思
智
能
ヲ
具
有
シ
、
天
地
統
制
ノ
最
大
権
力
ヲ
保

持
シ
テ
、
下
土
ヲ
照
臨
ス
ル
者

4

4

4

4

4

4

4

4

、
即
活
潑
潑
ノ
神
霊

4

4

4

4

4

4

ニ
シ
テ
、

理
ト
ハ
神
霊
ノ
意
旨
ニ
適
合
ス
ル
所
ノ
道
ナ
リ
。（「
返
信

１
」）

安
ゾ
知
覚
ヲ
具
有
セ
ザ
ル
理
ヲ
指
シ
テ
活
動
自
在
ナ
ル
者
ノ

4

4

4

4

4

4

4

4

如
ク
言
フ
ヲ
得
ン
。（「
返
信
１
」）

こ
こ
で
、
木
莵
麻
呂
は
天
を
「
下
土
ヲ
照
臨
ス
ル
者
」「
活
潑
潑

ノ
神
霊
」「
活
動
自
在
ナ
ル
者
」
な
ど
と
表
現
し
て
お
り
、
天
を
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と
あ
る
よ
う
に
、
天
を
「
意
識
ア
ル
者
」
と
し
た
「
古
聖
賢
」
の

天
観
は
自
身
の
キ
リ
ス
ト
教
的
天
観
に
照
ら
し
て
許
容
で
き
る
も

の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

一
―
三
、
先
達
と
の
比
較　

　

で
は
、
こ
の
儒
教
の
天
を
二
分
し
、「
古
聖
賢
ガ
天
」
を
キ
リ

ス
ト
教
の
天
と
近
い
も
の
と
し
て
、
両
者
を
宥
和
さ
せ
よ
う
と
い

う
思
考
は
、
木
莵
麻
呂
独
自
の
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

そ
も
そ
も
、
キ
リ
ス
ト
教
の
流
入
に
伴
う
思
想
摩
擦
が
問
題
と

な
っ
た
の
は
我
邦
の
み
で
は
な
く
、
中
国
に
お
い
て
は
、
早
く
か

ら
斯
様
の
問
題
が
発
生
し
て
い
た
。
強
固
な
儒
教
的
観
念
を
有
す

る
中
国
士
大
夫
層
に
布
教
す
る
に
あ
た
っ
て
イ
エ
ズ
ス
会
士
た
ち

が
用
い
た
の
は
、
現
地
の
文
化
を
尊
重
し
な
が
ら
適
応
し
て
ゆ
く

「
適
応
主
義
」
で
あ
っ
た
。

　

明
末
に
お
け
る
イ
エ
ズ
ス
会
の
中
心
的
な
伝
道
者
と
し
て
活
躍

し
た
マ
テ
オ
・
リ
ッ
チ
が
イ
エ
ズ
ス
会
に
送
っ
た
報
告
書
に
、

こ
の
教
え
（
引
用
者
注
…
…
儒
教
を
指
す
）
に
は
偶
像
が
な

く
、「
天
と
地
」
あ
る
い
は
「
天
の
王
」
を
礼
拝
す
る
だ
け
だ
。

…
…
そ
の
ほ
か
の
霊
も
崇
め
る
が
、「
天
の
君
主
」〔
天
帝
〕

人
格
的
存
在
と
認
識
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
う
し
て
、

僕
等
ノ
所
謂
神
ハ

4

4

4

4

4

4

4

、意
思
智
能
ヲ
具
有
ス
ル
者

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

ナ
ル
ガ
故
ニ
、

敢
ヘ
テ
之
ヲ
理
ト
言
ハ
ズ
。
サ
レ
バ
経
書
中
ノ
天
ニ
対
シ
テ

ハ
、
其
帰
ス
ル
所
ヲ
同
ジ
ク
ス
ル
ヲ
知
ル
ト
雖
、
理
ノ
一
字

ヲ
下
ス
ニ
於
テ
ハ
全
然
相
違
ス
ル
ヲ
見
ル
。
理
ニ
ハ
意
思
智

能
ケ
レ
バ
ナ
リ
。（「
返
信
２
」）

と
さ
れ
、「
意
思
智
能
」
を
有
さ
な
い
理
は
神
で
は
な
い
、
と
結

論
付
け
ら
れ
る
。

　

つ
ま
り
、
木
莵
麻
呂
に
と
っ
て
、
天
を
「
理
」
と
み
な
す
（
＝

「
天
即
理
」）
宋
学
の
機
械
的
・
法
則
的
な
天
観
は
と
う
て
い
容
認

で
き
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
が
、

故
ニ
孔
子
ハ
「
無
所
禱
也
」
ト
云
ヒ
テ
意
識
ア
ル
者
ニ
対
ス

ル
言
ヲ
用
井
タ
リ
。
若
シ
只
理
ノ
ミ
ナ
ラ
バ
、
何
ゾ
之
ニ
対

シ
テ
禱
ル
ヲ
得
ン
。（「
返
信
１
」）

想
フ
ニ
古
聖
賢
ガ
天
ニ
対
ス
ル
観
念
ハ
、
此
ヲ
以
テ
意
思
智

能
ヲ
具
有
シ
、天
地
宰
制
ノ
権
力
ヲ
保
持
ス
ル
者
ト
為
シ
テ
、

或
程
度
マ
デ
ハ
神
造
物
主
ヲ
推
測
ス
ル
ヲ
得
タ
リ
シ
ナ
リ
。

（「
返
信
１
」）
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を
以
て
す
る
の
み
な
る
を
知
る
（
歴
観
古
書
、
而
知
上
帝
与

天
主
、
特
異
以
名
也
）。（『
天
主
実
義
』
第
二
篇
）

と
記
し
て
「
古
経
書
」「
古
書
」
即
ち
儒
教
経
典
に
お
け
る
「
上
帝
」

と
、
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
「
天
主
」
と
を
同
じ
も
の
と
し
、
儒

教
側
の
反
発
を
和
ら
げ
る
こ
と
に
努
め
て
い
る
。

　

ま
た
、
十
九
世
紀
中
ご
ろ
、
清
朝
中
国
で
キ
リ
ス
ト
教
伝
道
に

努
め
た
米
国
長
老
会
の
宣
教
師
マ
ー
テ
ィ
ン
の
著
『
天
道
遡
原
』

に
、

惟
彼
の
天
神
人
類
に
同
ら
ず
。
死
生
に
外
れ
、
天
地
に
先
じ
、

宇
宙
其
の
匠
心
に
出
ず
、
万
物
其
の
主
宰
に
憑
く
。
中
華
の

経
書
之
を
称
し
て
帝
と
曰
い
、
性
理
書
之
を
称
し
て
大
造
化

工
と
曰
う
。
吾
が
教
聖
経
を
譒
訳
す
る
に

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、
或
は
称
し
て
神

4

4

4

4

4

4

と
曰
い

4

4

4

、
或
は
称
し
て
天
主
と
曰
い

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、
或
は
称
し
て
上
帝
と

4

4

4

4

4

4

4

4

曰
う
4

4

。
其
の
称
一
な
ら
ざ
る
と
雖
も
、
而
し
て
其
の
意
同
じ

く
天
地
間
の
独
一
主
宰
を
指
す
な
り
（
彼
天
神
不
同
人
類
。

外
乎
死
生
、
先
乎
天
地
、
宇
宙
出
其
匠
心
、
万
物
憑
其
主
宰
。

中
華
経
書
称
之
曰
帝
、
性
理
書
称
之
曰
大
造
化
工
。
吾
教
譒

訳
聖
経
或
称
曰
神
、
或
称
曰
天
主
、
或
称
曰
上
帝
。
其
称
雖

不
一
而
其
意
同
指
天
地
間
之
独
一
主
宰
也
）。（『
天
道
遡
原
』

上
巻
「
天
道
遡
原
引
」）

ほ
ど
の
力
を
も
た
せ
る
こ
と
は
な
い
。（
川
名
公
平
・
矢
沢

利
彦
・
平
川
祐
弘
訳
『
中
国
キ
リ
ス
ト
教
布
教
史
』
一
、「
第

一
の
書
」
第
十
章
、
岩
波
書
店
、
一
九
八
二
年
一
一
月
、
上

巻
一
二
五
頁
）

文
人
た
ち
は
、
天
と
い
う
至
高
神
を
認
め
て
は
い
る
が
、
そ

の
た
め
の
寺
院
を
建
て
た
り
、
礼
拝
所
を
定
め
た
り
は
し
な

い
。
…
…
む
し
ろ
、
こ
の
「
天
の
王
」
に
仕
え
て
生
贄
を
捧

げ
る
の
は
国
王
ひ
と
り
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ

て
い
る
。（
同
右
、
上
巻
一
二
七
頁
）

と
あ
り
、
儒
教
を
天
を
祀
る
一
種
の
宗
教
と
考
え
て
い
る
こ
と
が

分
か
る
。
こ
う
し
て
、「
天
の
王
」
を
祀
る
儒
教
を
一
応
尊
重
し

な
が
ら
キ
リ
ス
ト
教
を
布
教
す
る
必
要
が
生
じ
、こ
の
こ
と
か
ら
、

儒
教
の
天
と
キ
リ
ス
ト
教
の
天
と
の
関
係
が
問
題
と
さ
れ
た
。

　

こ
の
点
に
関
し
て
、リ
ッ
チ
は
適
応
主
義
に
則
り
、『
天
主
実
義
』

に
、

吾
が
天
主
は
、
乃
ち
古
経
書
に
称
す
る
所
の
上
帝
な
り
（
吾

天
主
乃
古
経
書
所
称
上
帝
也
）。（『
天
主
実
義
』
第
二
篇
）

古
書
を
歴
観
し
、
而
し
て
上
帝
と
天
主
と
特
だ
異
な
る
に
名

中井木莵麻呂における儒教とキリスト教との関係 ― 佐野大介
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と
あ
る
。
自
著『
天
道
遡
原
』に
お
い
て
、「
天
地
間
の
独
一
主
宰
」

を
指
す
も
の
と
し
て
、「
神
」「
天
主
」「
上
帝
」
な
ど
の
複
数
の
翻

訳
を
用
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
後
藤
基
巳
氏
は
、
こ
の
よ
う
な

儒
教
の
天
と
キ
リ
ス
ト
教
の
天
と
の
間
の
類
似
性
を
強
調
し
融
和

を
謀
る
と
い
う
手
法
に
つ
い
て
、「
と
こ
ろ
で
天
主
と
上
帝
を
同

一
視
す
る
こ
と
は
、
徐
光
啓
の
「
天
主
と
は
即
ち
儒
書
に
称
す
る

所
の
上
帝
な
り
」（『
徐
文
定
公
集
』
巻
一
、「
答
郷
人
書
」）
と
い

う
議
論
を
は
じ
め
、
徐
光
啓
と
並
ん
で
奉
教
士
人
の
代
表
と
目
さ

れ
る
李
之
藻
の
「
そ
の
教
は
専
ら
天
主
に
事
う
る
こ
と
に
し
て
、

即
ち
吾
儒
の
知
天
・
事
天
・
事
上
帝
の
説
な
り
」（
同
上
書
巻
六
、

附
載
李
之
藻
文
稿
「
刻
聖
水
紀
言
序
」）
と
か
楊
廷
筠
の
「
か
の

天
主
を
欽
崇
す
る
は
、
即
ち
吾
が
儒
に
お
け
る
上
帝
へ
の
昭
事
な

り
」（「
七
克
序
」）
な
ど
に
共
通
し
た
見
解
で
あ
り
、
結
局
の
と

こ
ろ『
天
主
実
義
』に
示
さ
れ
た
リ
ッ
チ
師
の
所
説
の
踏
襲
で
あ
っ

た
」（「
解
説
」『
天
主
実
義
』
明
徳
出
版
社
、
昭
和
四
六
年
）
と
す

る
。
先
に
も
引
用
し
た
木
莵
麻
呂
の
、

本
来
儒
教
ノ
所
謂
天
或
ハ
皇
天
上
帝
ハ
、
決
シ
テ
基
督
教
ノ

教
フ
ル
所
ト
矛
盾
ス
ル
者
ニ
ア
ラ
ズ
シ
テ
、
直
ニ
之
ト
相
合

フ
ベ
キ
者
ナ
リ
。（「
返
信
１
」）

と
い
う
論
法
も
、
こ
の
「
リ
ッ
チ
師
の
所
説
」
の
流
れ
を
汲
む
、

伝
道
上
一
般
的
な
論
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う（
７
）。

　

ま
た
、『
天
主
実
義
』
は
中
士
と
西
士
と
の
問
答
体
の
体
を
採

る
が
、「
中
士
曰
く
、
吾
が
儒
の
太
極
を
言
う
者
は
是
な
る
か
（
中

士
曰
、
吾
儒
言
太
極
者
是
乎
）」
と
い
う
問
い
に
対
し
て
、

西
士
曰
く
、
…
…
但
だ
古
先
の
君
子
、
天
地
の
上
帝
を
敬
恭

す
る
を
聞
く
も
、未
だ
太
極
を
尊
奉
す
る
者
有
る
を
聞
か
ず
。

…
…
太
極
の
解
は
、恐
ら
く
は
理
に
合
う
と
は
謂
い
難
し（
西

士
曰
、
…
…
但
聞
古
先
君
子
、
敬
恭
于
天
地
之
上
帝
、
未
聞

有
尊
奉
太
極
者
。
…
…
太
極
之
解
、
恐
難
謂
合
理
）。（『
天

主
実
義
』
第
二
篇
）

と
あ
り
、
木
莵
麻
呂
言
う
所
の
「
易
道
」（
太
極
図
説
）
的
な
造

化
観
を
否
定
し
て
い
る
。
こ
れ
も
木
莵
麻
呂
の
手
法
と
同
様
で
あ

り
、
木
莵
麻
呂
の
、
儒
教
の
天
を
「
古
聖
賢
の
天
」（
一
神
教
的

＝
キ
リ
ス
ト
教
親
和
的
）
と
「
宋
学
の
天
」（
唯
理
論
的
＝
キ
リ

ス
ト
教
対
立
的
）
と
に
分
け
、「
古
聖
賢
の
天
」
を
容
認
し
、「
宋

学
の
天
」
を
否
定
す
る
、
と
い
う
論
法
は
、
リ
ッ
チ
の
適
応
主
義

の
流
れ
を
汲
む
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。カ
ト
リ
ッ
ク
の
リ
ッ
チ
、

プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
マ
ー
テ
ィ
ン
、
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
の
木
莵
麻

呂
が
揃
っ
て
同
様
の
論
法
を
用
い
て
お
り
、
こ
の
論
法
が
、
キ
リ
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ス
ト
教
か
ら
の
儒
教
接
近
の
方
法
と
し
て
一
般
的
な
も
の
で
あ
っ

た
こ
と
が
見
て
と
れ
る（
８
）。

　

リ
ッ
チ
は
「
易
道
」
的
造
化
観
を
否
定
す
る
理
由
に
つ
い
て
、

太
極
の
若
き
は
、
止
だ
之
を
解
す
る
に
所
謂
理
を
以
て
す
れ

ば
、
則
ち
天
地
万
物
の
原
た
る
能
わ
ず
。
蓋
し
理
も
亦
た
依

頼
の
類
な
り
。
自
ら
立
つ
能
わ
ず
。
曷
ぞ
他
物
を
立
て
ん
や

（
若
太
極
者
、
止
解
之
以
所
謂
理
、
則
不
能
為
天
地
万
物
之

原
矣
。蓋
理
亦
依
頼
之
類
、自
不
能
立
、曷
立
他
物
哉
）。（『
天

主
実
義
』
第
二
篇
）

中
国
の
文
人
学
士
の
理
を
講
論
す
る
者
、
只
謂
え
ら
く
、
二

端
有
り
。
或
は
人
心
に
在
り
、
或
は
事
物
に
在
り
。
…
…
此

の
両
端
に
拠
れ
ば
、
則
ち
理
は
固
よ
り
依
頼
な
り

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。
奚
ぞ
物

4

4

4

の
原
た
る
を
得
ん
や

4

4

4

4

4

4

4

4

。
…
…
夫
れ
理
は
何
処
に
在
り
、
何
物

に
依
属
せ
ん
や
。
依
頼
の
情
、
自
立
す
る
能
わ
ず
。
故
に
自

立
者
以
て
之
が
託
を
な
す
こ
と
無
け
れ
ば
、
則
ち
依
頼
者
は

了
に
無
き
な
り（
中
国
文
人
学
士
講
論
理
者
、
只
謂
有
二
端
。

或
在
人
心
、
或
在
事
物
。
…
…
拠
此
両
端
、
則
理
固
依
頼
。

奚
得
為
物
原
乎
。
…
…
夫
理
在
何
処
、
依
属
何
物
乎
。
依
頼

之
情
、
不
能
自
立
。
故
無
自
立
者
以
為
之
託
、
則
依
頼
者
了

無
矣
）。（『
天
主
実
義
』
第
二
篇
）

と
す
る
。
太
極
の
基
づ
く
理
は
、「
人
心
の
理
」
に
せ
よ
「
事
物

の
理
」
に
せ
よ
、
共
に
「
人
心
」「
事
物
」
と
い
う
「
自
立
」（
＝

実
体
）
に
そ
の
存
在
を
依
存
す
る
「
依
頼
」（
＝
属
性
）
で
あ
る

た
め
、
物
の
根
源
な
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

マ
ー
テ
ィ
ン
も
同
様
に
、

理
は
究
に
何
を
謂
う
や
。
物
の
理
は
即
ち
物
の
性
。
物
の
性

は
即
ち
天
の
命
。
天
は
即
ち
主
宰
の
謂
な
り
。
則
ち
理
は
物

を
生
ず
る
と
謂
う
は
、
主
宰
物
を
生
ず
る
の
論
と
何
を
以
て

か
異
な
ら
ん
か
。
且
つ
物
は
其
の
性
を
具
え
て
性
は
物
に
存

す
。
是
の
物
有
れ
ば
、
即
ち
是
の
性
あ
り
。
是
の
物
無
け
れ

ば
、
性
は
何
に
憑
り
て
存
せ
ん
。
性
既
に
理
と
曰
い

4

4

4

4

4

4

4

、
理
は
4

4

本
よ
り
出
づ

4

4

4

4

4

、
何
ぞ
反
り
て
能
く
物
を
生
ぜ
ん
か
な

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。
…
…

宋
儒
に
「
天
即
理
な
り
」
と
云
う
も
の
有
り
。
其
の
説
の
誤
、

亦
た
此
に
由
る
（
理
究
何
謂
哉
。
物
之
理
即
物
之
性
。
物
之

性
即
天
之
命
。
天
即
主
宰
之
謂
。
理
生
物
与
主
宰
生
物
之
論

何
以
異
乎
。
且
物
具
其
性
而
性
存
於
物
。
有
是
物
即
有
是
性
。

無
是
物
性
憑
何
存
。
性
既
曰
理
。
理
本
出
於
物
。
何
反
能
生

物
哉
。…
…
宋
儒
有
云
天
即
理
也
。其
説
之
誤
、亦
由
於
此
）。

（『
天
道
遡
原
』
上
巻
三
章
「
以
生
物
為
証
」）
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と
す
る
。
こ
こ
で
マ
ー
テ
ィ
ン
も
宋
儒
の
「
天
即
理
な
り
」
な
る

テ
ー
ゼ
を
批
判
し
て
い
る
が
、
そ
の
根
拠
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、

「
性
」（
＝
属
性
・
依
頼
）
で
あ
る
理
が
「
物
」（
＝
実
体
・
自
立
）

を
生
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
い
う
理
論
で
あ
り
、
リ
ッ
チ
の

そ
れ
と
軌
を
一
に
し
て
い
る
。

　

さ
ら
に
、
リ
ッ
チ
は
、
理
が
物
を
生
み
出
す
こ
と
が
で
き
な
い

（
主
宰
者
で
は
な
い
）こ
と
の
証
明
と
し
て
、次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

又
問
う
理
は
霊
覚
な
る
や
否
や
、
義
に
明
ら
か
の
者
な
る
や

否
や
を
問
う
。
…
…
如
し
否
ざ
れ
ば
上
帝
鬼
神
夫
の
人
の
霊

覚
は
、
誰
に
由
り
て
之
を
得
た
る
か
。
彼
の
理
な
る
者
、
己

の
無
き
所
を
以
て
之
を
物
に
施
し
、
以
て
之
有
る
と
為
す
を

得
ず
。
理
に
霊
無
く
覚
無
け
れ
ば

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、
霊
を
生
じ
覚
を
生
ず
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

能
わ
ず

4

4

4

（
又
問
理
者
霊
覚
否
、
明
義
者
否
。
…
…
如
否
上
帝

鬼
神
夫
人
之
霊
覚
、
由
誰
得
之
乎
。
彼
理
者
、
以
己
之
所
無

不
得
施
之
于
物
、
以
為
之
有
也
。
理
無
霊
無
覚
、
則
不
能
生

霊
生
覚
）。（
第
二
篇
）

こ
れ
は
、
霊
性
・
知
覚
を
持
た
な
い
理
は
、
霊
性
・
知
覚
を
持
つ

存
在
（
上
帝
鬼
神
・
人
）
を
生
み
だ
す
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
い

う
指
摘
で
あ
る（
９
）。

　

そ
う
し
て
、
マ
ー
テ
ィ
ン
も
同
様
に
、

即
ち
稍
や
見
識
有
る
者
、
尽
く
鬼
神
を
信
じ
ざ
る
と
雖
も
、

而
し
て
猶
お
未
だ
甘
心
上
帝
に
昭
事
す
る
能
わ
ず
。
故
に
天

即
理
之
説
有
り
て
、
活
溌
溌
の
神
を
ば
知
覚
無
き
の
理
に
等

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

し
き
を
致
す

4

4

4

4

4

。
宜
し
く
理
に
循
い
て
行
な
う
べ
し
と
曰
う
と

雖
も
、
感
応
既
に
絶
ゆ
。
何
以
て
人
を
し
て
理
に
循
い
て
行

な
わ
し
め
ん
や
（
即
稍
有
見
識
者
、
雖
不
尽
信
鬼
神
、
而
猶

未
能
甘
心
昭
事
上
帝
。
故
有
天
即
理
之
説
、
致
活
溌
溌
之
神

等
於
無
知
覚
之
理
。
雖
曰
宜
循
理
而
行
、
而
感
応
既
絶
何
以

使
人
循
理
而
行
乎
）。（『
天
道
遡
原
』上
巻
、「
天
道
遡
原
引
」）

と
し
て
、「
活
溌
溌
の
神
」
を
「
知
覚
」
を
持
た
な
い
理
と
同
一

視
す
る
宋
儒
の
「
天
即
理
之
説
」
を
批
判
し
て
い
る）
（（
（

。
こ
れ
ら
論

法
は
、
木
莵
麻
呂
の
、

即
理
体
ヨ
リ
生
ジ
テ
万
物
ノ
造
成
セ
ラ
ル
ル
ニ
至
ル
マ
デ
、

総
テ
是
レ
無
意
識
ノ
行
動
ニ
シ
テ
、
智
能
ヲ
具
有
セ
ル
一
大

有
權
者
ノ
活
現
ス
ル
所
ヲ
見
ル
ナ
シ
。（「
返
信
２
」）

と
の
見
解
に
繋
が
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。
彼
ら
に
と
っ
て
、

物
の
存
在
の
根
拠
と
し
て
の
天
は
、
宋
学
や
易
の
言
う
自
動
的
な

も
の
で
は
な
く
、
霊
覚
・
意
識
を
持
っ
た
人
格
神
的
存
在
で
な
け
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れ
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。

　

た
だ
、
木
莵
麻
呂
の
意
見
に
は
元
儒
者
で
あ
っ
た
木
莵
麻
呂
な

ら
で
は
の
特
徴
も
見
ら
れ
る
。

　

リ
ッ
チ
や
マ
ー
テ
ィ
ン
は
宋
儒
の
理
気
説
を
単
に
「
天
＝
理
」

と
認
識
し
て
い
た
。
そ
れ
は
大
き
く
的
を
外
し
た
認
識
と
は
い
え

な
い
が
、
宋
学
に
お
け
る
天
は
、
決
し
て
単
に
「
天
即
理
也
」
と

い
う
テ
ー
ゼ
の
み
に
還
元
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。

　

例
え
ば
程
伊
川
は
、「
又
曰
く
、
天
と
上
帝
と
の
説
如
何（
又
曰
、

天
与
上
帝
之
説
如
何
）」
と
の
問
い
に
対
し
て
、「
曰
く
、
形
体
を

以
て
之
を
言
え
ば
、
之
を
天
と
謂
う
。
主
宰
を
以
て
之
を
言
え
ば
、

之
を
帝
と
謂
う
。
功
用
を
以
て
之
を
言
え
ば
、
鬼
神
と
謂
う
。
妙

用
を
以
て
之
を
言
え
ば
、
之
を
神
と
謂
う
。
性
情
を
以
て
之
を
言

え
ば
、
之
を
乾
と
謂
う
（
曰
、
以
形
体
言
之
、
謂
之
天
。
以
主
宰

言
之
、
謂
之
帝
。
以
功
用
言
之
、
謂
鬼
神
。
以
妙
用
言
之
、
謂
之

神
。
以
性
情
言
之
、
謂
之
乾
）」（『
河
南
程
氏
遺
書
』巻
二
二
上「
伊

仙
雑
録
」
八
上
）
と
し
て
い
る
し
、
朱
子
は
、「
蒼
蒼
之
謂
天
。

運
転
周
流
不
已
、
便
是
那
箇
。
而
今
説
天
有
箇
人
在
那
裏
批
判
罪

悪
、
固
不
可
。
説
道
全
無
主
之
者
、
又
不
可
。
這
裏
要
人
見
得（
蒼

蒼
た
る
も
の
を
天
と
謂
う
。
運
行
巡
回
し
て
已
ま
な
い
も
の
が
そ

れ
で
あ
る
。
今
、
天
に
人
が
い
て
罪
悪
を
批
判
し
て
い
る
と
す
る

の
は
よ
く
な
い
が
、
主
宰
す
る
も
の
が
全
く
な
い
と
説
く
の
も
ま

た
よ
く
な
い
。
こ
こ
は
人
が
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
だ
）」

（『
朱
子
語
類
』
巻
一
）
と
し
て
お
り
、
続
く
原
注
に
「
又
僩
問
経

伝
中
天
字
。
曰
、
要
人
自
看
得
分
曉
、
也
有
説
蒼
蒼
者
、
也
有
説

主
宰
者
、
也
有
単
訓
理
時
（
又
、
沈
僩
が
経
伝
中
の
「
天
」
字
に

つ
い
て
問
う
。
答
え
て
、「
人
は
明
ら
か
に
弁
別
し
て
理
解
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
蒼
蒼
た
る
も
の
を
言
う
こ
と
も
あ
り
、
主
宰

す
る
者
を
言
う
こ
と
も
あ
り
、
単
に
「
理
」
と
読
む
時
も
あ
る
」

と
言
う
）」
と
あ
る
。

　

木
莵
麻
呂
は
「
後
儒
」
の
「
天
即
理
也
」
を
批
判
し
つ
つ
も
、

朱
子
モ
他
処
ニ
ハ
「
上
帝
天
之
神
也
」
或
ハ
「
上
帝
天
之
主

宰
也
」
ト
云
ヒ
、
程
子
モ
「
天
下
之
賢
人
皆
上
帝
之
臣
也
」

或
ハ
「
以
其
形
体
謂
之
天
以
其
主
宰
謂
之
帝
」
ト
云
ヘ
ル
ヲ

見
レ
バ
、
古
聖
賢
ガ
識
神
ノ
程
度
ト
均
シ
キ
ガ
如
ク
ナ
レ
ド

モ
…
…
（「
返
信
１
」）

と
し
て
お
り
、
先
達
宣
教
師
の
よ
う
に
理
気
説
を
単
純
に
捉
え
て

い
な
い
こ
と
が
見
て
と
れ
る
。
ま
た「
返
信
１
」「
返
信
２
」で
は
、

久
保
田
に
答
え
る
に
、
経
書
や
注
疏
の
み
な
ら
ず
、
並
河
天
民『
天

民
遺
言
』
の
一
節
を
引
用
す
る
な
ど
、
儒
教
に
対
す
る
見
識
の
深

さ
が
窺
わ
れ
る）
（（
（

。

　

以
上
、
木
莵
麻
呂
は
儒
教
の
天
を
、
古
聖
賢
の
天
（
古
聖
賢
の

直
覚
）
と
宋
学
の
天
（
太
極
図
説
・
理
気
説
・
易
道
の
天
）
と
に
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分
け
、
前
者
を
「
唯
一
神
教
ノ
一
種
」
で
「
基
督
教
ノ
教
フ
ル
所

ト
矛
盾
ス
ル
者
ニ
ア
ラ
ズ
」と
し
て
容
認
す
る
一
方
、
後
者
を「
惟

理
論
」
で
人
格
神
的
で
な
い
と
し
て
批
判
し
て
い
る
こ
と
が
分

か
っ
た
。
そ
う
し
て
、
こ
の
論
法
は
リ
ッ
チ
の
流
れ
を
汲
む
キ
リ

ス
ト
教
の
適
応
主
義
に
端
を
発
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　

当
時
の
キ
リ
ス
ト
者
の
例
と
し
て
、
例
え
ば
松
村
介
石
は
、「
基

督
教
に
入
る
発
端
」
と
し
て
、「
或
夜
、
我
が
越
方
往
末
な
ど
を

思
ひ
、
真
面
目
に
な
つ
て
耶
蘇
教
の
真
偽
な
ど
考
へ
て
居
る
と
、

恰
も
天
外
声
あ
る
如
く
覚
へ
て
、『
汝
は
何
故
に
神
を
認
め
ぬ
の

だ
、
耶
蘇
教
の
所
謂
神
と
は

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、
即
ち
儒
教
の
所
謂
る
天
帝

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、
上
帝
4

4

、

皇
天
で
な
い
か

4

4

4

4

4

4

、
さ
れ
ば
汝
は
幼
少
時
代
よ
り
、
此
の
神
の
存
在

を
信
じ
て
居
る
筈
だ
、
何
ぞ
今
更
之
を
拒
み
、
却
て
之
を
笑
ひ
之

を
罵
る
如
き
こ
と
を
為
す
や
』
と
云
ふ
や
う
な
劇
感
に
打
た
れ
て

止
ま
ず
」（『
信
仰
五
十
年
』
道
会
事
務
所
、
大
正
一
五
年
）
と
し

て
お
り
、
ま
た
、
海
老
名
弾
正
が
、「
皇
帝
に
天
子
の
尊
称
あ
り
、

神
子
の
聖
号
あ
る
こ
と
は
人
類
夙
に
之
を
聞
け
り
。
匹
夫
に
し
て

天
子
、
神
子
の
称
号
を
受
け
た
る
こ
と
は
、
人
類
の
曾
て
聞
く
を

得
ざ
り
し
所
な
り
。
又
此
称
号
は
人
民
の
声
に
あ
ら
ず
し
て
、
即

ち
上
帝
の
声
な
り
。
人
爵
の
天
子
あ
り
、
天
爵
の
天
子
あ
り
、
人

爵
の
天
子
は
人
民
の
献
上
す
る
尊
称
な
り
、
天
爵
の
天
子
は
上
帝

4

4

4

4

4

4

4

4

の
賜
は
る
聖
号
な
り

4

4

4

4

4

4

4

4

」（『
帝
国
の
新
生
命
』「
新
人
の
三
識
」
警
醒

社
、
明
治
三
五
年
）
と
す
る
。
こ
れ
ら
の
「
上
帝
」「
天
帝
」
な

ど
は
、
儒
教
の
そ
れ
と
極
め
て
類
似
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、

適
応
主
義
は
我
邦
明
治
期
の
キ
リ
ス
ト
者
に
お
い
て
も
馴
染
み
易

い
考
え
方
で
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

木
莵
麻
呂
は
、
儒
教
の
徒
に
対
し
て
キ
リ
ス
ト
教
的
教
説
を
説

く
に
あ
た
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
伝
道
に
お
け
る
一
般
的
な
ス
タ
イ

ル
を
採
用
し
て
い
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

一
―
四
、
キ
リ
ス
ト
教
の
優
位
性
の
証
明

　

前
節
で
、
木
莵
麻
呂
の
「
儒
教
の
天
」
認
識
が
、
リ
ッ
チ
の
提

出
し
た
そ
れ
に
沿
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
見
た
が
、
こ
の

リ
ッ
チ
の
適
応
主
義
は
、
儒
学
的
素
養
を
持
つ
中
国
士
大
夫
層
の

共
感
や
親
近
感
を
抱
か
せ
る
に
極
め
て
有
効
で
あ
っ
た
一
方
、
キ

リ
ス
ト
教
の
本
質
的
理
解
と
い
う
点
に
お
い
て
問
題
の
あ
っ
た
こ

と
が
縷
々
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
事
実
、
こ
の
天
に
関
す
る
理
解
を

含
め
た
問
題
が
、
後
日
所
謂
「
典
礼
論
争
」
を
引
き
起
こ
し
た
こ

と
は
説
明
を
要
す
ま
い）
（2
（

。

　

リ
ッ
チ
は
、
中
国
に
お
け
る
布
教
の
た
め
に
、
士
大
夫
層
の
信

奉
す
る
儒
教
を
尊
重
し
つ
つ
キ
リ
ス
ト
教
を
説
い
た
。
同
様
に
、

木
莵
麻
呂
も
、
ニ
コ
ラ
イ
の
代
理
と
し
て
、
儒
教
へ
配
慮
し
つ
つ
、

キ
リ
ス
ト
教
徒
と
し
て
の
意
見
を
主
張
し
た
。

　

し
か
し
、
た
だ
儒
教
の
天
と
キ
リ
ス
ト
教
の
天
と
の
類
似
性
を
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説
く
だ
け
で
は
、
儒
者
の
共
感
を
呼
ぶ
こ
と
は
出
来
て
も
、
キ
リ

ス
ト
教
の
優
位
性
を
納
得
せ
し
め
る
に
は
繋
が
ら
な
い
。
木
莵
麻

呂
に
お
い
て
、
こ
の
問
題
は
ど
の
よ
う
に
解
決
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
ろ
う
か
。

　

こ
の
点
に
関
し
て
木
莵
麻
呂
は
、
先
ず
天
に
つ
い
て
以
下
の
様

な
疑
問
を
呈
す
る
。

是
ノ
故
ニ
僕
ハ
経
ヲ
読
ミ
テ
、
古
聖
王
并
ニ
孔
子
子
思
ノ
諸

聖
賢
ガ
如
何
ノ
程
度
ヲ
以
テ
カ
神
造
物
主
ニ
接
近
シ
居
ラ
レ

シ
カ
ヲ
想
ハ
ズ
ン
バ
ア
ラ
ズ
。（「
返
信
１
」）

つ
ま
り
、「
古
聖
王
」
や
孔
子
・
子
思
は
天
を
人
格
神
的
に
捉
え
、

そ
の
観
念
は
キ
リ
ス
ト
教
の
神
造
物
主
に
近
づ
い
て
い
る
け
れ
ど

も
、
そ
れ
は
ど
の
程
度
の
も
の
か
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

木
莵
麻
呂
は
、「
返
信
２
」
に
お
い
て
、
久
保
田
の
「
鬼
神
ト

生
死
ノ
事
ハ
孔
子
ガ
言
ハ
ザ
ル
ニ
モ
ア
ラ
ズ
」
と
い
う
反
論
に
対

し
て
、「
知
ル
ト
云
フ
コ
ト
」
を
「
二
条
ノ
意
義
」
に
分
け
て
解

説
し
て
い
る
。

天
地
間
ニ
有
形
ナ
ル
万
象
ノ
外
ニ
、
一
ノ
無
形
有
能
ナ
ル
神

霊
ア
ル
コ
ト
ヲ
知
ル
ハ
、
人
性
自
然
ノ
要
求
ニ
シ
テ
、
何
人

モ
少
シ
ク
心
ヲ
物
象
以
外
ニ
注
グ
時
ハ
必
斯
ノ
一
事
ニ
想
到

セ
ザ
ル
ヲ
得
ズ
。
唯
之
ヲ
知
ル
ニ
、
深
浅
厚
薄
ノ
差
ア
リ
テ
、

賢
聖
達
徳
ノ
人
ハ
比
較
上
深
ク
之
ヲ
知
得
シ
、
凡
庸
下
愚
ノ

者
ハ
遠
ク
之
ニ
及
バ
ズ
ト
雖
、
之
ヲ
知
ル
ハ
、
同
一
ノ
程
度

ニ
シ
テ
人
智
ノ
及
ブ
ベ
キ
範
囲
ニ
属
ス

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。
是
レ
第
一
ノ
意
義

4

4

4

4

4

4

4

ニ
シ
テ
天
然
法
ヲ
以
テ
了
解
ス
ベ
キ
モ
ノ

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

ナ
リ
。（「
返
信

２
」）

単
ニ
天
上
ニ
有
能
者
ア
ル
コ
ト
ヲ
知
ル
ト
云
フ
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ

シ
テ
、
其
性
情
如
何
、
其
天
地
万
有
ニ
於
ケ
ル
関
係
如
何
、

其
人
類
ニ
於
ケ
ル
関
係
如
何
ヲ
知
リ
テ
、
神
旨
ニ
適
フ
事
ト

適
ハ
ザ
ル
事
ト
ヲ
判
定
シ
、
人
ハ
之
ニ
対
シ
テ
如
何
ナ
ル
本

分
ヲ
尽
ス
ベ
キ
カ
ヲ
精
細
ニ
知
悉
ス
ル
ハ
、
人
智
ノ
及
バ
ザ

ル
所
ニ
シ
テ
、
之
ヲ
知
悉
セ
ン
ト
ニ
ハ
、
天
ヨ
リ
ノ
啓
示
ヲ

4

4

4

4

4

4

4

蒙
ラ
ン
コ
ト
ヲ
要
ス

4

4

4

4

4

4

4

4

。
是
レ
第
二
ノ
意
義
ニ
シ
テ

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、
天
然
而

4

4

4

上
ノ
方
法
ヲ
以
テ
了
解
ス
ベ
キ
者

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

ナ
リ
。（「
返
信
２
」）

こ
こ
で
、「
知
ル
」
の
第
一
の
意
味
は
、「
人
智
ノ
及
ブ
範
囲
」
で

「
天
然
法
ヲ
以
テ
了
解
ス
ベ
キ
モ
ノ
」
で
あ
り
、
第
二
の
意
味
は
、

「
天
ヨ
リ
ノ
啓
示
ヲ
蒙
ラ
ン
コ
ト
」
が
必
要
で
「
天
然
而
上
ノ
方

法
ヲ
以
テ
了
解
ス
ベ
キ
者
」
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
具
体
的
に
「
生

死
ノ
事
」
に
応
用
す
れ
ば
、
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死
生
ノ
事
モ
亦
然
リ
。
人
類
ニ
死
ア
リ
、
又
生
ア
ル
理
ヲ
知

得
ス
ル
ハ
、
同
ジ
ク
第
一
ノ
意
義
ニ
属
ス
。（「
返
信
２
」）

死
生
ノ
事
モ
亦
然
リ
。
唯
生
ア
レ
バ
必
死
ア
ル
事
ヲ
知
ル
ノ

ミ
ナ
ラ
ズ
シ
テ
、
人
ハ
如
何
ニ
シ
テ
生
レ
如
何
ニ
シ
テ
死
ス

ル
カ
、
何
ニ
由
リ
テ
人
間
ニ
死
ア
ル
カ
、
人
間
死
後
ノ
運
命

ハ
如
何
ナ
ル
カ
等
ヲ
知
得
ス
ル
ハ
、人
智
以
上
ノ
事
ニ
属
ス
。

均
シ
ク
是
レ
第
二
ノ
意
義
ナ
リ
。（「
返
信
２
」）

「
人
類
に
死
生
が
あ
る
」
と
い
う
事
実
を
知
る
の
は
人
知
の
範
囲

即
ち
第
一
の
意
義
で
あ
り
、「
何
故
人
は
死
ぬ
の
か
」「
死
後
の
運

命
」
を
知
る
の
は
人
知
以
上
即
ち
第
二
の
意
義
と
い
う
こ
と
と
な

る
。

  

こ
れ
を
「
古
聖
賢
」
の
天
観
に
あ
て
は
め
る
と
、

此
等
ノ
諸
聖
賢
ハ
、
智
明
ニ
識
高
シ
ト
雖
、
如
何
セ
ン
有
限

ノ
人
智
ヲ
以
テ
無
限
ノ
神
明
ヲ
推
測
ス
ル
ガ
故
ニ
、譬
ヘ
バ
、

遠
山
ヲ
雲
烟
糢
糊
ノ
際
ニ
望
ム
ガ
如
ク
漠
然
ト
シ
テ
景
仰
ス

ル
ニ
過
ギ
ズ
。
其
命
ト
云
フ
モ
、
亦
栄
枯
盛
衰
禍
福
得
喪
ノ

迹
ニ
鑒
ミ
テ
、
天
意
ノ
行
ハ
ル
ル
所
ヲ
揣
量
ス
ル
ノ
ミ

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。
天

人
密
接
ノ
関
係
ニ
至
リ
テ
ハ
皇
天
上
帝
ノ
活
言
ヲ
以
テ
明
示

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

セ
ラ
ル
ル
ニ
ア
ラ
ズ

4

4

4

4

4

4

4

4

ン
バ
、
之
ヲ
説
明
ス
ル
権
能
ヲ
有
セ
ザ

ル
者
ト
ス
。（「
返
信
１
」）

僕
モ
亦
、
已
ニ
前
書
ニ
於
テ
、
古
聖
賢
ガ
天
ニ
対
ス
ル
観
念

ハ
此
ヲ
以
テ
意
思
智
能
ヲ
具
有
シ
、
天
地
牽
制
ノ
権
力
ヲ
保

持
ス
ル
者
ト
為
シ
テ
、
或
程
度
マ
デ
ハ
神
造
物
主
ヲ
推
測
ス

ル
ヲ
得
タ
リ
シ
ナ
リ
ト
述
ベ
置
キ
タ
レ
バ
、
敢
テ
孔
子
ヲ
以

テ
天
ノ
有
能
者
ヲ
識
認
セ
ザ
リ
シ
者
ナ
リ
ト
ハ
言
ハ
ズ
。
然

レ
ド
モ
、
之
ヲ
識
認
セ
シ
ハ
、
所
謂
第
一
義
ノ
知
得
ノ
ミ

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。

第
二
義
ノ
知
得
ニ
至
リ
テ
ハ
、人
智
以
上
ニ
属
ス
ル
ガ
故
ニ

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、

孔
子
ノ
大
聖
ヲ
以
テ
ス
ト
雖

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、
亦
知
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
ハ
明

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

白
ナ
ル
コ
ト
ナ
リ

4

4

4

4

4

4

4

。（「
返
信
２
」）

と
な
る
。
木
莵
麻
呂
の
論
に
依
れ
ば
、「
古
聖
賢
」
や
孔
子
子
思

は
預
言
者
で
は
な
く
、「
皇
天
上
帝
ノ
活
言
」（
＝
天
啓
）
を
得
て

い
な
い
が
故
に
、知
る
こ
と
の
で
き
る
範
囲
が
第
一
義
に
限
ら
れ
、

真
に
「
天
人
密
接
ノ
関
係
」「
天
ノ
有
能
者
」
を
認
識
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
て
、
天
啓
を
得
て
第
二
義
に
つ
い
て
も
了
解
可
能
な
キ

リ
ス
ト
教
の
優
位
性
が
担
保
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
こ
こ
で
「
古

聖
賢
」
は
、
い
わ
ば
、
方
向
性
は
キ
リ
ス
ト
教
に
等
し
い
が
、
そ

の
程
度
に
お
い
て
キ
リ
ス
ト
教
に
及
ば
な
い
も
の
、
と
さ
れ
た
訳

だ
が
、
で
は
そ
の
説
く
と
こ
ろ
の
儒
教
と
キ
リ
ス
ト
教
と
は
ど
の
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様
な
関
係
に
あ
る
と
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

故
ニ
僕
ハ
古
聖
王
孔
子
子
思
等
諸
聖
賢
ノ
天
ニ
対
ス
ル
観
念

ヲ
以
テ
他
ノ
儒
流
ノ
見
ル
所
ヨ
リ
モ
一
層
神
造
物
主
ニ
接
近

シ
タ
ル
者
ト
為
ス
ト
雖
、
其
道
ヲ
行
フ
大
任
ニ
至
リ
テ
ハ
、

ニ
コ
ラ
イ
大
主
教
ノ
説
キ
タ
ル
如
ク
人
ヲ
神
造
物
主
ニ
就
カ

4

4

4

4

4

4

4

4

4

シ
ム
ル
ニ
至
ル
マ
デ
指
導
ノ
職
ヲ
尽
シ
タ
ル
師
傅

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

ナ
リ
ト
見

ル
ナ
リ
。
其
未
達
セ
ザ
ル
所
ヲ
補
フ
ル
ニ
、
完
全
無
缺
ノ
真

教
ヲ
以
テ
ス
ル
ハ
、
実
ニ
是
レ
儒
教
ノ
本
旨
ニ
シ
テ
、
古
聖

賢
ガ
向
上
ノ
観
念
ニ
逆
ハ
ザ
ル
ナ
リ
。

（「
返
信
１
」）

是
ニ
於
テ
始
メ
テ
儒
教
ノ
基
督
教
ト
相
悖
ラ
ズ
シ
テ
其
未
天

ノ
奥
秘
ニ
達
セ
ザ
ル
ヲ
知
ラ
ン
。（「
返
信
１
」）

こ
こ
で
、
木
莵
麻
呂
は
、
儒
教
を
「
人
ヲ
神
造
物
主
ニ
就
カ
シ
ム

ル
ニ
至
ル
マ
デ
指
導
ノ
職
ヲ
尽
シ
タ
ル
師
傅
」
で
「
基
督
教
ト
相

悖
ラ
ズ
」も
の
で
あ
る
と
す
る
。
た
だ
し
、「
未
達
セ
ザ
ル
所
」「
其

未
天
ノ
奥
秘
ニ
達
セ
ザ
ル
」所
が
あ
る
た
め
、「
完
全
無
缺
ノ
真
教
」

（
＝
キ
リ
ス
ト
教
）
で
補
う
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
。
信
多
純
一

氏
は
木
莵
麻
呂
の
入
信
に
つ
い
て
、「
儒
教
に
も
現
世
的
で
足
ら

ざ
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
真
正
純
一
の
宗
教
と
相
俟
（
ま
）
っ
て
修

す
る
時
、
完
全
と
な
る
と
い
う
、
彼
の
信
念
に
基
づ
く
行
動
」（「
懐

徳
堂
と
明
治
の
波　

―
最
後
の
儒
生 

中
井
黄
裳
―
」『
朝
日
新
聞
』

（
夕
刊
）
一
九
八
五
年
一
月
一
六
日
、
第
五
面
文
化
欄
）
と
し
て

お
り
、
こ
の
考
え
が
入
信
時
よ
り
変
わ
ら
な
い
も
の
で
あ
っ
た
こ

と
が
分
か
る
。

　

こ
う
し
て
、
儒
教
と
キ
リ
ス
ト
教
と
の
差
異
は
、「
足
ら
ざ
る
」、

つ
ま
り
「
神
造
物
主
」
に
近
づ
く
と
い
う
同
一
方
向
に
お
け
る
優

劣
に
還
元
さ
れ
る
。
木
莵
麻
呂
に
と
っ
て
キ
リ
ス
ト
教
が
「
完
全

無
欠
の
真
教
」
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、
儒
教
は
人
を
神
に
導
く
た

め
の
、
い
わ
ば
初
級
者
向
け
の
教
え
で
あ
っ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ

う
。

二
、
木
莵
麻
呂
の
宗
教
観

　

前
章
ま
で
、
主
と
し
て
「
返
信
１
」「
返
信
２
」
を
参
照
し
つ

つ
木
莵
麻
呂
に
お
け
る
儒
教
と
キ
リ
ス
ト
教
と
の
関
係
に
つ
い
て

見
て
き
た
が
、
こ
の
こ
と
は
、
木
莵
麻
呂
が
儒
教
・
仏
教
・
キ
リ

ス
ト
教
を
比
較
し
て
そ
の
得
失
を
論
じ
た
論
文
、「
儒
仏
耶
三
教

比
較
結
論
」（
以
下
、「
三
教
結
論
」
と
略
称
）
に
お
い
て
も
言
及

さ
れ
て
い
る
。

儒
教
の
天
に
対
す
る
観
念
は
惟
一
神
教
に
接
近
し
て
あ
り

中井木莵麻呂における儒教とキリスト教との関係 ― 佐野大介
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て
、
其
真
を
捕
へ
得
ざ
り
し
者
な
れ
ば
、
儒
教
は
基
督
教
に

4

4

4

4

4

4

4

由
り
て
其
缺
漏
の
補
足
せ
ら
る
ゝ
を
待
つ

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

者
と
も
見
る
べ

し
。此
の
点
に
於
て
基
督
教
と
は
相
背
馳
す
る
者
で
は
な
い
。

古
昔
ト
ー
ラ
ン
人
種
の
宗
教
は
惟
一
神
教
の
模
型
を
具
へ
て

居
つ
た
が
、
個
々
の
民
族
に
分
離
し
た
る
後
は
、
多
神
教
像

教
に
陥
つ
た
に
拘
ら
ず
、
独
支
那
人
の
み
ハ
古
来
最
上
の
神

体
を
天
と
名
づ
け
て
、
諸
霊
の
上
に
置
い
た
。
此
の
観
念
を

太
古
以
来
孔
子
以
上
に
止
ま
り
て
、
以
後
は
漸
次
に
惟
理
論

に
傾
き
た
れ
ど
、
儒
教
の
神
髄
が
惟
一
神
教
の
模
型
を
脱
し

て
ゐ
な
い
こ
と
を
知
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
儒
教
が
基
督
教
に
因

つ
て
完
成
せ
ら
る
ゝ
を
待
つ
と
見
る
べ
き
は
こ
ゝ
に
あ
る
の

で
あ
る
。（「
三
教
結
論
」）

木
莵
麻
呂
に
と
っ
て
儒
教
は
、
キ
リ
ス
ト
教
に
及
ば
な
い
が
方
向

性
を
誤
っ
て
は
い
な
い
教
え
で
あ
っ
た
。
で
は
、
他
の
宗
教
も
含

む
木
莵
麻
呂
の
宗
教
観
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。ま
た
、

キ
リ
ス
ト
教
の
優
位
性
は
、
那
辺
に
存
在
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

本
節
で
は
、こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、先
に
用
い
た
資
料
に
加
え
、「
三

教
結
論
」
を
用
い
て
検
討
す
る
。

　
「
三
教
結
論
」
は
、
名
に
「
三
教
比
較
」
と
あ
る
も
の
の
、
そ

の
紙
幅
の
多
く
が
仏
教
批
判
に
費
や
さ
れ
て
い
る
。
本
章
で
は
、

こ
の
文
章
に
表
れ
た
仏
教
批
判
に
つ
い
て
、
い
く
つ
か
論
点
を
取

り
上
げ
、儒
教
に
対
す
る
議
論
と
比
較
し
な
が
ら
検
討
し
て
ゆ
く
。

　

ま
ず
、
前
章
で
取
り
上
げ
た
天
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
儒
教
の

天
観
が
、
キ
リ
ス
ト
教
に
及
ば
な
い
ま
で
も
方
向
性
は
正
し
い
と

さ
れ
た
の
に
対
し
、
直
接
仏
教
の
天
に
つ
い
て
言
及
し
た
箇
所
は

見
う
け
ら
れ
な
い
。
た
だ
、「
儒
教
の
天
に
対
す
る
観
念
は
惟
一

神
教
に
接
近
し
て
」
い
る
と
す
る
の
に
対
し
て
、
仏
教
の
無
神
論

的
性
格
を
批
判
し
て
い
る
。

凡
そ
仏
教
が
始
め
て
印
度
に
弘
布
せ
ら
れ
た
時
、
凡
神
教
及

多
神
教
が
之
に
抵
抗
を
試
ミ
た
が
、
此
の
二
教
は
仏
教
に
対

し
て
宇
宙
の
大
問
題
を
解
决
す
る
能
力
が
な
か
つ
た
為
、
仏

教
は
遂
に
無
神
論
に
陥
つ
た
の
で
あ
る
。（「
三
教
結
論
」）

仏
教
は
輪
廻
か
ら
解
脱
し
て
成
仏
を
目
指
す
宗
教
で
あ
る
か
ら
、

所
謂
唯
一
神
的
な
神
を
立
て
な
い
。
こ
の
言
は
、
こ
の
こ
と
を
批

判
の
意
を
込
め
て
「
無
神
論
」
と
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、

こ
の
儒
教
は
天
の
類
似
性
を
、
仏
教
は
そ
の
無
神
論
的
性
格
を
採

り
上
げ
、儒
教
を
比
較
的
好
意
的
に
評
価
す
る
の
も
、『
天
主
実
義
』

の
論
法
と
等
し
い
。『
天
主
実
義
』
で
は
、
例
え
ば
、

西
士
曰
く
、
二
氏
（
引
用
者
注
…
…
道
家
と
仏
教
と
）
の
謂

え
ら
く
、
曰
く
無
曰
く
空
と
。
天
主
の
理
に
於
て
大
い
に
相

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4
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い
刺
謬
す

4

4

4

4

。
其
の
崇
尚
す
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
明
ら
か
な
り
。

夫
の
儒
の
謂
え
ら
く
、
曰
く
有
曰
く
誠
と
。
未
だ
尽
く
其
の

釈
を
聞
か
ざ
る
と
雖
も
、
固
よ
り
庶
幾
き
か

4

4

4

4

4

4

4

（
西
士
曰
、
二

氏
之
謂
、
曰
無
曰
空
。
於
天
主
理
大
相
刺
謬
。
其
不
可
崇
尚

明
矣
。
夫
儒
之
謂
、
曰
有
曰
誠
。
雖
未
尽
聞
其
釈
、
固
庶
幾

乎
）。（『
天
主
実
義
』
第
二
篇
）

と
し
て
、
道
教
仏
教
は
キ
リ
ス
ト
教
と
相
反
す
る
た
め
「
崇
尚
す

べ
か
ら
ざ
る
」
も
の
で
あ
り
、
儒
教
は
キ
リ
ス
ト
教
と
「
固
よ
り

庶ち

か幾
」
い
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
後
、「
三
教
結
論
」
で
は
さ
ら
に
「
無
神
論
」
批
判
が
続
く
。

仏
教
に
は
凡
の
宗
教
の
根
本
要
点
た
る
神
の
存
在
の
真
理
を

認
め
ず
。
さ
れ
ば
其
攻
究
者
は
之
を
以
て
無
神
論
の
傾
あ
る

一
種
の
性
理
学
と
為
し
、
後
の
研
究
者
は
又
単
に
道
義
学
と

し
て
、
宗
教
的
又
哲
学
的
組
織
を
認
め
ず
、
後
に
至
り
て
一

種
の
形
而
上
的
哲
学
と
為
つ
た
の
で
あ
る
。（「
三
教
結
論
」）

仏
教
の
「
神
の
存
在
の
真
理
」
を
認
め
な
い
態
度
は
、「
後
に
至

り
て
」
仏
教
を
「
性
理
学
」「
道
義
学
」「
形
而
上
的
哲
学
」
と
し

た
と
す
る
。「
性
理
学
」「
道
義
学
」「
形
而
上
的
哲
学
」
な
ど
の
語

は
、
宋
学
を
指
す
語
と
し
て
も
一
般
的
に
用
い
ら
れ
る
も
の
で
、

こ
の
批
判
は
、
儒
教
に
お
い
て
「
後
に
至
り
て
」
宋
学
が
唯
一
神

的
観
点
を
喪
失
し
た
こ
と
に
対
す
る
批
判
と
同
質
の
も
の
と
い
え

よ
う
。

　

次
に
、
木
莵
麻
呂
の
奇
跡
や
不
可
思
議
事
象
に
対
す
る
見
解
に

つ
い
て
見
て
ゆ
く
。
久
保
田
の
二
通
目
の
質
問
状
に
、
所
謂
処
女

懐
胎
に
触
れ
た
箇
所
が
あ
っ
た
ら
し
く
、「
返
信
２
」
に
、

貴
下
ハ
新
約
全
書
ノ
馬マ

リ

ア
利
亜
爲
約ヨ
セ
フ瑟
所
聘
云
云
ノ
語
ヲ
引
キ

テ
、支
那
ノ
荒
唐
タ
ル
事
迹
ニ
類
ス
ル
モ
ノ
ナ
リ
ト
云
ヒ
テ
、

抱
朴
子
其
他
ノ
異
説
奇
事
ヲ
列
挙
セ
ラ
レ
タ
リ
。　

貴
下
ハ

斯
ノ
聖
書
ノ
語
ヲ
以
テ
軽
率
ニ
モ
支
那
ノ
奇
事
怪
説
ト
比
較

セ
ラ
レ
タ
レ
ド
モ
…
…
（「
返
信
２
」）（
ル
ビ
は
引
用
者
に

よ
る）
（3
（

）

と
あ
る
。
ま
た
、
釈
迦
生
誕
の
話
を
採
り
上
げ
、

仏
陀
の
伝
紀
に
は
福
音
経
の
事
迹
に
酷
似
し
た
る
所
少
か
ら

ね
ば
、
或
は
仏
教
が
基
督
教
を
仮
借
し
た
り
と
い
ひ
、
或
は

基
督
教
が
仏
教
を
摹
倣
し
た
り
と
い
ふ
説
が
起
る
の
で
あ
る

が
、
併
し
両
者
を
対
比
す
れ
ば
、
自
か
ら
趣
が
ち
が
つ
て
居

る
。
…
…
一
見
基
督
の
降
誕
に
似
た
る
や
う
な
れ
ど
も
、
仏

陀
が
王
朝
全
盛
の
時
代
に
栄
華
の
間
に
生
れ
し
は
、
之
を
基
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督
が
ワベ

ツ

レ

ヘ

ム

ィ
フ
レ
エ
ム
の
洞
穴
に
生
れ
給
ひ
し
に
比
す
れ
ば
、

精
神
上
に
非
常
の
懸
隔
の
あ
る
こ
と
が
見
ら
れ
る
。（「
三
教

結
論
」）（
ル
ビ
は
引
用
者
に
よ
る
）

と
す
る
。「
返
信
２
」
に
「
抱
朴
子
」
と
あ
る
の
は
、
恐
ら
く
久

保
田
が
処
女
懐
胎
と
較
べ
る
に
、
感
生
帝
説
を
引
用
し
た
の
で
あ

ろ
う
。木
莵
麻
呂
は
こ
れ
に
対
し
、何
等
の
論
証
を
も
経
ず
に
、『
聖

書
』
の
記
事
を
「
人
類
救
贖
ノ
主
因
」、『
抱
朴
子
』
の
記
事
を
「
異

説
奇
事
」「
奇
事
怪
説
」
と
断
じ
て
い
る
。
ま
た
、
釈
迦
生
誕
譚

に
関
し
て
も
奇
跡
の
真
偽
に
は
言
及
せ
ず
、
奇
跡
の
真
偽
と
全
く

関
係
の
な
い
、
釈
迦
が
「
栄
華
の
間
に
生
れ
し
」
こ
と
を
持
ち
出

し
問
題
視
し
て
い
る
。「
三
教
結
論
」
は
続
い
て
仏
教
の
奇
跡
に

つ
い
て
説
き
及
ぶ
が
、
こ
こ
で
も
、

凡
そ
仏
教
に
於
て
仏
陀
及
高
徒
が
行
つ
た
と
い
ふ
奇
跡
は
、

た
と
ひ
実
際
に
行
は
れ
た
り
と
仮
定
し
て
も
、
真
実
の
奇
跡

が
目
的
と
す
る
所
の
道
徳
上
作
善
の
目
的
に
比
す
れ
ば
、
意

義
な
き
者
多
く
し
て
、
徒
に
奇
異
の
顕
現
を
以
て
人
を
駭
か

す
に
過
ぎ
な
い
、
是
れ
真
仮
の
分
る
ゝ
所
で
あ
る
。（「
三
教

結
論
」）

と
あ
り
、
奇
跡
存
在
の
真
偽
は
問
題
と
さ
れ
て
い
な
い
。
木
莵
麻

呂
は
、
た
と
い
奇
跡
が
実
際
に
行
な
わ
れ
た
に
せ
よ
、
仏
教
の
奇

跡
は
、「
真
実
の
奇
跡
」
で
は
な
く
、「
道
徳
上
作
善
の
目
的
」
を

持
た
ず
、「
意
義
な
き
者
」
が
多
く
、「
人
を
駭
か
す
に
過
ぎ
な
い
」

も
の
で
、「
真
仮
の
分
か
れ
る
」
つ
ま
り
「
仮
」
で
あ
る
と
言
う
。

　

木
莵
麻
呂
の
言
に
依
れ
ば
、
こ
れ
に
対
し
て
キ
リ
ス
ト
教
の
奇

跡
は
、凡

ソ
基
督
教
ニ
於
テ
伝
述
ス
ル
所
ノ
神
妙
不
可
思
議
ノ
事
跡

ハ
、
…
…
天
下
ノ
人
類
ト
密
接
ナ
ル
関
係
ヲ
有
チ
テ
、
生
民

救
贖
ノ
大
事
業
ヲ
行
ヒ
給
フ
神
ハ
、
其
能
力
至
大
ニ
シ
テ
、

其
跡
推
測
ス
ベ
カ
ラ
ザ
ル
者
ナ
ル
ガ
故
ニ
、
其
人
前
ニ
顕
シ

給
フ
事
跡
モ
、
神
親
ラ
ニ
ア
リ
テ
ハ
敢
テ
故
ラ
ニ
奇
事
異
能

ヲ
行
ヒ
給
フ
ニ
モ
ア
ラ
ズ
。
唯
其
人
類
ノ
為
ニ
必
要
ナ
ル
事

ヲ
施
シ
給
フ
ナ
レ
ド
モ
、
其
至
大
ナ
ル
能
力
ノ
人
間
以
上
ニ

ア
ル
ヲ
以
テ
、
人
類
ノ
眼
ヲ
以
テ
見
ル
時
ハ
其
未
知
未
見
ノ

事
ニ
属
ス
ル
ヲ
以
テ
、
奇
怪
不
可
思
議
ナ
ル
事
ノ
如
ク
見
ラ

ル
ル
ナ
リ
。
是
レ
皆
人
智
ノ
究
ム
ベ
カ
ラ
ザ
ル
、
天
然
而
上

ノ
事
ナ
ル
ガ
故
ナ
リ
。（「
返
信
２
」）

と
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
の
奇
跡
は
、「
生
民
救
贖

ノ
大
事
業
」「
其
人
類
ノ
為
ニ
必
要
ナ
ル
事
」
だ
が
、「
神
親
ラ
」

行
な
う
人
知
を
越
え
た
も
の
で
あ
る
た
め
、
不
可
思
議
に
見
え
る
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の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
キ
リ
ス
ト
教
以
外
の
奇
跡
は
、

凡
そ
外
形
上
に
天
然
而
上
の
者
に
似
た
る
不
可
思
議
の
現
象

や
驚
く
べ
き
事
迹
が
伴
つ
て
も
、
是
れ
必
し
も
天
然
而
上
の

啓
示
と
言
ふ
べ
き
者
で
は
な
い
。
天
然
而
上
の
啓
示
に
は

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、

神
の
教
会
を
地
上
に
建
設
す
る
確
乎
た
る
目
的
と
人
類
の
救

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

贖
に
缺
く
べ
か
ら
ざ
る
条
件
と
が
具
つ
て
居
ら
な
け
れ
ば
な

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

ら
ぬ
4

4

。
此
の
証
徴
な
き
者
は
天
然
而
上
の
顕
現
と
は
見
る
べ

か
ら
ず
。（「
三
教
結
論
」）（
傍
点
マ
マ
、
本
章
以
下
同
じ
）

と
あ
る
よ
う
に
、「
神
の
教
会
を
地
上
に
建
設
す
る
目
的
」
と
「
人

類
の
救
済
に
必
要
な
条
件
」
と
が
備
わ
っ
て
い
な
い
も
の
で
、

神
造
物
主
ノ
大
能
力
ノ
彌
満
ス
ル
所
ニ
ハ
、
行
ハ
ル
ル
所
ノ

奇
跡
異
能
多
種
不
同
ナ
リ
ト
雖
、
神
力
ノ
原
動
ヨ
リ
発
シ
、

人
類
ノ
必
要
ニ
応
ジ
テ
功
用
ヲ
顕
サ
ザ
ル
ナ
シ
。
是
ノ
故
ニ

神
造
物
主
ニ
因
リ
テ
行
ハ
ル
ル
天
然
而
上
ノ
奇
跡
ト
他
ノ
神

奇
怪
異
ノ
談
ト
ハ
、
之
ヲ
事
跡
ニ
鑒
ミ
テ
判
定
ス
ル
ヲ
得
ベ

シ
。（「
返
信
２
」）

と
い
っ
た
、
神
の
奇
跡
と
は
全
く
異
な
っ
て
お
り
、
キ
リ
ス
ト
教

の
神
の
行
な
う
奇
跡
と
他
宗
教
の
偽
奇
跡
と
は
区
別
が
可
能
で
あ

る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
他
、
仏
教
に
対
す
る
批
判
点
を
い
く
つ
か
挙
げ
る
と
、「
仏

教
の
史
的
証
徴
の
不
正
確
」
と
し
て
、
釈
迦
の
伝
記
に
関
し
て
、

基
督
教
歴
史
の
首
尾
井
〃
た
る
に
反
し
て
、
仏
教
の
教
祖
な

る
仏
陀
の
一
代
は
、
妄
誕
不
経
の
説
話
に
囲
繞
せ
ら
れ
て
、

是
よ
り
正
確
な
る
史
的
証
徴
を
見
出
す
こ
と
は
殆
ど
不
可
能

の
事
に
属
す
と
い
ふ
。（「
三
教
結
論
」）

と
あ
り
、
キ
リ
ス
ト
教
の
歴
史
が
「
首
尾
井
〃
」
で
あ
る
の
に
反

し
、
釈
迦
の
伝
記
は
「
妄
誕
」
で
あ
る
と
す
る
。

　

仏
教
の
出
家
主
義
に
対
し
て
、

仏
教
に
於
て
は
、
…
…
制
慾
主
義
を
以
て
独
居
の
方
法
を
立

て
ゝ
、
寧
人
類
の
繁
殖
を
絶
た
む
こ
と
を
勤
め
た
。
さ
れ
ど

独
居
無
妻
主
義
は
一
般
に
行
は
る
べ
き
者
な
ら
ね
ば
、
遂
に

僧
俗
を
二
途
に
班
別
す
る
こ
と
ゝ
な
つ
た
の
で
あ
る
。
之
を

基
督
が
十
字
架
の
死
を
以
て
人
類
救
贖
の
道
を
立
て
給
ひ
し

に
比
す
れ
ば
、
甚
し
き
相
違
が
あ
る
。

（「
三
教
結
論
」）

と
あ
り
、
仏
教
は
「
人
類
の
繁
殖
を
絶
つ
」
こ
と
を
目
的
と
し
て
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聖
職
者
に
独
身
を
課
し
た
と
い
う
。
そ
う
し
て
、「
人
類
の
繁
殖

を
絶
つ
」
態
度
が
、
キ
リ
ス
ト
教
の
「
人
類
救
贖
の
道
」
と
甚
だ

し
く
相
違
し
て
い
る
と
非
難
し
て
い
る
。
儒
教
に
お
い
て
も
仏
教

の
出
家
主
義
は
常
に
批
判
の
対
象
と
さ
れ
た
が
、そ
の
理
由
は「
不

孝
に
三
あ
り
、
後
無
き
を
大
な
り
と
す（
不
孝
有
三
、
無
後
為
大
）」

（『
孟
子
』
離
婁
上
）
と
い
っ
た
観
念
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
木

莵
麻
呂
の
仏
教
批
判
が
儒
教
的
論
理
に
基
づ
い
た
も
の
で
は
な
い

こ
と
が
分
か
る
。

　

輪
廻
説
に
対
し
て
も
、

斯
く
仏
教
が
個
位
的
に
人
の
不
死
を
許
認
せ
ざ
る
に
反
し

て
、
基
督
教
は
死
後
永
久
に
自
我
の
存
在
す
る
こ
と
を
教
ふ

其
人
生
自
然
の
要
求
に
於
て
両
者
何
れ
か
本
性
に
適
合
す

る
。（「
三
教
結
論
」）

と
あ
り
、
輪
廻
説
と
霊
魂
不
滅
説
と
に
関
し
て
は
、
そ
れ
が
真
実

か
否
か
で
は
な
く
、「
人
生
自
然
の
要
求
」
に
適
合
す
る
か
否
か

を
重
視
し
て
い
る
。
仏
教
の
輪
廻
を
伴
う
霊
魂
観
は
、
所
謂
「
神

滅
不
滅
」
論
争
に
お
い
て
儒
教
側
も
否
定
し
た
が
、
そ
の
理
由
は

儒
教
で
は
一
般
的
に
神
（
＝
霊
魂
）
は
死
ね
ば
滅
す
る
も
の
と
さ

れ
る
こ
と
に
あ
る）
（4
（

。

　

こ
れ
ら
よ
り
、
木
莵
麻
呂
が
仏
教
を
批
判
す
る
際
、
た
と
い
そ

の
批
判
対
象
が
儒
教
側
の
そ
れ
と
同
じ
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
キ

リ
ス
ト
教
独
自
の
理
論
を
以
て
立
論
し
て
い
る
こ
と
が
見
て
と
れ

る
。

　

さ
ら
に
、
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
と
の
相
似
点
・
相
違
点
に
つ
い

て
、

仏
教
の
基
督
教
に
似
た
る
所
は
、
外
部
に
於
て
は
国
家
に
屈

せ
ざ
る
独
立
の
教
位
を
有
す
る
事
、
諸
種
の
外
儀
、
修
士
の

契
約
、
慈
悲
愛
憐
の
行
為
等
、
許
多
あ
れ
ど
も
、
内
部
の
精

神
に
至
り
て
は
両
者
相
反
対
す
、
即
神
あ
る
宗
教
と
神
な
き

4

4

4

4

4

4

4

4

4

宗
教
4

4

、
定
理
を
具
ふ
る
道
徳
と
定
理
な
き
道
徳

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、
贖
罪
主
に

4

4

4

4

因
る
救
贖
と
贖
罪
主
な
き
救
贖
で
あ
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。（「
三
教
結
論
」）

と
す
る
。
キ
リ
ス
ト
教
が
「
定
理
を
具
ふ
る
道
徳
」「
贖
罪
主
に

因
る
救
贖
」
を
備
え
る
「
神
あ
る
宗
教
」
で
あ
る
の
に
対
し
、
仏

教
は
「
定
理
な
き
道
徳
」「
贖
罪
主
な
き
救
贖
」
を
持
つ
に
過
ぎ

な
い
「
神
な
き
宗
教
」
な
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
て
、
仏
教
は
結
局
の
と
こ
ろ
、

輪
廻
に
由
つ
て
許
多
の
苦
痛
を
嘗
め
し
者
が
涅
槃
に
入
る
を

以
て
無
上
の
幸
福
と
す
る
は
、
生
存
し
て
重
苦
を
受
け
む
よ

り
は
、寧
生
存
せ
ず
し
て
無
に
帰
せ
む
こ
と
を
願
ふ
故
な
り
。
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斯
る
暗
黒
な
る
厭
世
的
宇
宙
論
を
絶
望
の
宗
教
と
名
づ
け
ら

る
。
そ
は
生
命
の
神
の
代
に
一
切
を
呑
む
所
の
虚
無
を
立
つ

る
か
ら
で
あ
る
。
生
命
を
滅
盡
せ
ず
し
て
は
滅
罪
の
目
的
を

達
す
る
能
は
ず
と
為
し
て
、
罪
悪
以
上
に
有
能
の
者
を
認
め

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

な
い
の
は

4

4

4

4

、
古
今
無
数
の
罪
悪
を
以
て
し
て
も
神
の
恩
寵
の

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

宏
大
な
る
に
勝
つ
能
は
ず
と
す
る
基
督
教
と

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、
見
解
の
距
離

4

4

4

4

4

如
何
に
遠
き
か
を
見
よ

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。（「
三
教
結
論
」）

と
し
て
、「
厭
世
的
宇
宙
論
」
を
持
つ
「
絶
望
の
宗
教
」
で
あ
る

と
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
儒
教
と
仏
教
と
が
並
べ
て
、

儒
教
は
天
然
心
理
力
の
要
求
に
よ
り
て
、
直
覚
的
に
天
に
上

帝
あ
る
こ
と
を
認
識
し
た
け
れ
ど
も
、
譬
へ
ば
霞
を
隔
て
ゝ

遠
山
の
花
を
望
む
が
如
く
、
范
然
と
し
て
其
真
相
を
捕
へ
る

こ
と
が
で
き
な
か
つ
た
故
、
其
末
流
は
遂
に
惟
理
論
に
傾
い

た
。仏
教
は
精
微
な
る
眼
識
を
以
て
宇
宙
を
洞
察
し
た
れ
ど
、

虚
無
寂
滅
の
外
に
何
物
を
も
捕
捉
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
つ

た
。
両
者
共
に
有
限
の
人
智
を
以
て
無
限
の
大
能
者
に
向
つ

た
か
ら
で
あ
る
。（「
三
教
結
論
」）

と
さ
れ
て
お
り
、
儒
教
の
天
は
不
完
全
で
あ
り
、
仏
教
は
「
虚
無

寂
滅
」
に
陥
る
も
の
で
、「
有
限
の
人
智
」
を
以
て
す
る
に
す
ぎ

な
い
両
者
は
、
共
に
完
全
な
教
え
と
は
認
め
ら
れ
な
い
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
木
莵
麻
呂
の
説
く
キ
リ
ス
ト
教
の
優
位
性
は

明
確
で
あ
る
。

此
の
点
に
於
て
は
、基
督
教
は
人
智
の
推
測
を
用
ゐ
ず
し
て
、

一
に
天
上
よ
り
真
理
の
啓
示
せ
ら
る
ゝ
恩
寵
を
受
け
た
。

（「
三
教
結
論
」）

凡
て
天
然
人
為
の
宗
教
は
天
然
に
神
を
識
る
途
に
由
つ
て
達

し
得
ら
る
ゝ
極
点
以
上
に
は
達
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
是

れ
其
宗
教
の
天
よ
り
啓
示
せ
ら
れ
な
い
証
拠
と
知
る
べ
し
。

基
督
教
は
神
の
外
誰
も
し
る
能
は
ざ
る
神
の
深
情
を
開
示
せ

ら
る
ゝ
が
故
に
、
聖
三
者
の
奥
義
、
神
の
藉
身
の
秘
義
、
及

死
者
の
来
世
復
活
の
秘
義
等
を
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
の

で
あ
る
。（「
三
教
結
論
」）

キ
リ
ス
ト
教
は
「
天
上
よ
り
真
理
の
啓
示
」
を
受
け
て
お
り
、
第

一
義
の
知
（
人
知
に
よ
っ
て
知
る
）
を
越
え
、
第
二
義
の
知
（
天

啓
に
よ
っ
て
知
る
）
を
備
え
た
唯
一
の
宗
教
で
あ
る
た
め
、
三
教

の
な
か
で
も
独
尊
の
地
位
に
あ
る
の
で
あ
る
。

　

宗
教
間
の
優
劣
に
つ
い
て
は
中
国
史
上
常
に
問
題
と
な
っ
た

が
、
木
莵
麻
呂
ら
の
立
場
は
、
宗
教
間
に
優
劣
を
認
め
、
所
謂「
三
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教
一
致）
（（
（

」
や
「
三
教
併
用）
（（
（

」
な
ど
の
伝
統
的
な
妥
協
策
を
認
め
な

い
も
の
と
い
え
る
。

　

優
位
性
の
根
拠
と
し
て
は
、
さ
ら
に
、

基
督
教
の
定
義
は
実
に
斯
く
天
然
而
上
に
啓
示
せ
ら
れ
た
る

が
故
に
、
基
督
教
は
天
啓
教
の
称
号
を
以
て
他
の
宗
教
に
秀

出
し
て
、
確
実
な
る
証
左
を
握
つ
て
居
る
の
で
あ
る
。
そ
は

人
間
の
能
力
を
以
て
窮
む
可
か
ら
ざ
る
奥
妙
な
る
真
理
を
天

然
而
上
の
方
法
を
以
て
開
示
せ
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。（「
三

教
結
論
」）

と
あ
り
、
や
は
り
「
天
啓
」
が
、
キ
リ
ス
ト
教
が
「
他
の
宗
教
に

秀
出
」
し
た
存
在
で
あ
る
こ
と
を
担
保
し
て
い
る
。
木
莵
麻
呂
に

よ
る
キ
リ
ス
ト
教
の
優
位
性
の
証
明
に
お
い
て
、
そ
の
優
位
性
の

根
拠
は
や
は
り
た
だ
一
点
、「
基
督
教
は
人
智
の
推
測
を
用
ゐ
ず

し
て
、
一
に
天
上
よ
り
真
理
の
啓
示
せ
ら
る
ゝ
恩
寵
を
受
け
た
」

こ
と
に
あ
る
。
こ
こ
で
木
莵
麻
呂
が
自
明
の
こ
と
と
し
て
前
提
と

す
る
「
キ
リ
ス
ト
教
が
天
啓
を
受
け
て
い
る
」
と
い
う
認
識
は
、

そ
も
そ
も
キ
リ
ス
ト
教
の
ド
グ
マ
に
基
づ
く
認
識
で
あ
り
、
木
莵

麻
呂
が
完
全
に
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
し
て
の
メ
ン
タ
リ
テ
ィ
の
下
に

儒
教
を
含
む
他
教
に
接
し
て
い
た
こ
と
を
証
明
す
る
も
の
で
あ
ろ

う
。

　

前
章
で
、
木
莵
麻
呂
の
「
天
」
に
関
す
る
論
法
が
リ
ッ
チ
の
流

れ
を
汲
む
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
確
認
し
た
。
だ
が
、
こ
の
キ
リ

ス
ト
教
の
優
位
性
に
関
す
る
木
莵
麻
呂
の
論
法
は
、
リ
ッ
チ
の
そ

れ
と
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、
リ
ッ
チ
は『
天
主
実
義
』

に
お
い
て
天
主
に
つ
い
て
述
べ
る
際
、
先
ず
、

夫
れ
即
ち
天
主
に
し
て
、
吾
が
西
国
の
陡デ
ウ
ス斯
と
称
す
る
所
是

な
り
。
茲
こ
に
子
の
為
に
特
に
二
三
の
理
端
を
掲
げ
以
て
之

を
証
す
（
夫
即
天
主
、
吾
西
国
所
称
陡
斯
是
也
。
茲
為
子
特

掲
二
三
理
端
以
証
之
）。（『
天
主
実
義
』
第
一
篇
）

と
し
て
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
形
而
上
学
を
援
用
し
つ
つ
天
主
が

造
物
主
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
リ
ッ
チ
が
自

他
互
い
に
理
解
可
能
な
普
遍
的
理
論
を
用
い
て
ド
グ
マ
外
部
の
人

間
に
伝
道
し
よ
う
と
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
異
な

る
信
条
を
持
つ
人
間
を
説
得
す
る
に
唯
一
の
方
法
で
あ
ろ
う
。
こ

の
こ
と
に
つ
い
て
柴
田
篤
氏
は
、「『
天
主
実
義
』
は
、
天
主
信
仰

を
前
提
と
す
る
の
で
は
な
く
、
人
が
固
有
す
る
普
遍
的
な
理
性
で

捉
え
ら
れ
る
議
論
を
行
な
お
う
と
し
た
。
つ
ま
り
、
既
成
の
教
理

を
自
明
の
こ
と
と
し
て
押
し
つ
け
る
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も

普
遍
的
道
理
の
探
究
を
め
ざ
す
姿
勢
を
示
し
た
と
こ
ろ
に
、
大
き

な
特
徴
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
説
き
方
は
、
当
時
の
儒
教
的
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知
識
人
に
と
っ
て
き
わ
め
て
受
け
容
れ
や
す
い
方
法
で
あ
っ
た
と

い
え
よ
う
」（「
天
主
教
と
朱
子
学　

―
『
天
主
実
義
』
第
二
篇
を

中
心
と
し
て
―
」、『
哲
学
年
報
』
第
五
十
二
輯
、
平
成
五
年
）
と

し
て
い
る
。
木
莵
麻
呂
の
天
に
関
す
る
認
識
は
リ
ッ
チ
に
沿
っ
た

も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
論
法
は
己
の
ド
グ
マ
の
み
に
依
拠
し
た

も
の
で
あ
り
、
普
遍
的
理
論
を
用
い
て
説
得
を
試
み
る
リ
ッ
チ
の

そ
れ
と
は
大
き
く
異
な
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　

な
お
、「
返
信
２
」
で
は
、
久
保
田
に
対
し
て
、

儒
教
ニ
於
テ
モ
、
人
類
ノ
遵
守
ス
ベ
キ
道
ハ
経
籍
ニ
於
テ
教

示
セ
ラ
レ
タ
レ
ド
モ
、
是
人
倫
彜
則
ノ
外
ニ
出
デ
ズ
。
神
ニ

事
フ
ル
道
ハ
、
斯
ノ
裏
ニ
求
ム
ベ
カ
ラ
ズ
。
無
論
天
ニ
事
へ

鬼
神
ニ
奉
事
ス
ル
コ
ト
ハ
教
へ
ラ
レ
タ
レ
ド
モ
、
是
レ
単
ニ

敬
ミ
テ
天
ヲ
恭
フ
バ
カ
リ
ニ
テ
、
如
何
ニ
ス
ベ
キ
ガ
天
意
ナ

ル
カ
、
如
何
ニ
セ
バ
天
ノ
旨
ヲ
行
フ
ヲ
得
ベ
キ
カ
ニ
至
リ
テ

ハ
、
漠
然
ト
シ
テ
捕
捉
ス
ベ
カ
ラ
ズ
。
是
レ
神
ノ
直
示
ナ
ク

シ
テ
奥
義
ノ
存
ス
ル
所
、
知
ル
ベ
カ
ラ
ザ
レ
バ
ナ
リ
。
其
他

ノ
諸
誡
ニ
至
リ
テ
モ
、
人
間
ノ
教
ハ
唯
良
心
ノ
指
導
ヲ
標
準

ト
シ
テ
定
ム
ル
ナ
リ
ト
雖
、
基
督
教
ニ
於
テ
ハ
、
一
ニ
神
ヨ

リ
明
示
セ
ラ
レ
シ
所
ナ
ル
ガ
故
ニ
、
其
人
爲
ノ
誡
命
ニ
秀
出

ス
ル
コ
ト
万
万
ナ
リ
。（「
返
信
２
」）

と
述
べ
て
い
る
。
神
の
直
示
な
く
し
て
奥
義
の
存
す
る
所
を
知
る

こ
と
は
で
き
な
い
の
で
、儒
教
は
天
意
に
つ
い
て
捕
捉
で
き
な
い
。

こ
れ
に
対
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
は
一
に
神
よ
り
明
示
せ
ら
れ
し
所

で
あ
る
の
で
、
人
為
の
教
え
よ
り
秀
出
し
て
い
る
、
と
の
見
解
で
、

「
三
教
結
論
」
の
そ
れ
と
全
く
同
じ
い
。
こ
れ
ら
資
料
群
に
は
、

こ
の
他
に
も
木
莵
麻
呂
に
よ
る
細
か
な
立
論
・
論
証
が
見
ら
れ
る

が
、
そ
の
全
て
が
ド
グ
マ
を
以
て
ド
グ
マ
を
証
明
す
る
と
い
っ
た

性
質
の
も
の
で
あ
る
。

　

中
井
木
莵
麻
呂
の
日
記
『
秋
霧
記
』
に
、「
九
月　

一
日　

日

　

晴
…
…
又
開
封
一
通　

久
保
田
啓
十
郎
翁
駁
論
」（『
秋
霧
記
』

（
明
治
四
十
年
七
月
権
輿
）巻
十
四
）と
あ
り
、「
返
信
２
」に
、「
尊

書
中
、
今
一
回
質
疑
を
試
み
ん
こ
と
を
請
は
る
。
何
ぞ
止
一
回
の

み
な
ら
ん
。唯
真
理
の
証
明
せ
ら
れ
ん
こ
と
を
期
す
る
の
み
」（「
返

信
２
」）
と
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
こ
の
後
、
久
保
田
は
三
通
目
の

質
問
状
を
送
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る）
（（
（

。
た
だ
、『
中
井
木
莵
麻

呂
キ
リ
ス
ト
教
関
係
草
稿
類
』
に
は
、
三
通
目
の
返
信
や
久
保
田

の
手
紙
は
同
梱
さ
れ
て
お
ら
ず
、
実
事
求
是
を
旨
と
す
る
儒
者
久

保
田
が
、
木
莵
麻
呂
の
論
証
を
「
受
け
容
れ
」
た
の
か
ど
う
か
は

未
詳
で
あ
る）
（（
（

。
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お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
、
ま
ず
木
莵
麻
呂
に
お
い
て
、
儒
教
と
キ
リ
ス
ト
教

と
が
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
か
に
つ
い
て
考
察
し
、
儒
教
経

典
の
「
天
」
と
キ
リ
ス
ト
教
の
「
天
」
と
を
接
近
さ
せ
る
こ
と
、

儒
教
を
「
古
聖
賢
」
と
「
後
儒
」
と
に
分
け
、「
後
儒
」
即
ち
宋

儒
特
に
そ
の
理
気
説
を
攻
撃
す
る
こ
と
、
こ
れ
ら
の
説
は
リ
ッ
チ

よ
り
始
ま
る
キ
リ
ス
ト
教
伝
道
の
常
套
手
段
に
沿
っ
た
も
の
で
あ

る
こ
と
、
な
ど
を
確
認
し
た
。
さ
ら
に
、
木
莵
麻
呂
の
仏
教
批
判

を
概
観
し
、
キ
リ
ス
ト
教
の
優
位
性
の
根
拠
が
、
キ
リ
ス
ト
教
が

天
啓
を
受
け
た
宗
教
で
あ
る
と
い
う
認
識
に
あ
る
こ
と
、
そ
の
立

証
は
キ
リ
ス
ト
教
の
ド
グ
マ
を
自
明
の
前
提
と
し
た
ド
グ
マ
内
部

の
理
論
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
点
は
リ
ッ
チ
の
共
通

理
解
を
前
提
と
す
る
論
法
と
一
致
し
な
い
こ
と
、
な
ど
が
分
か
っ

た
。

　

木
莵
麻
呂
は
中
井
家
の
子
孫
と
し
て
、
ロ
シ
ア
正
教
に
入
信
し

た
後
も
、
中
井
家
が
代
々
学
主
を
勤
め
た
漢
学
塾
、
懐
徳
堂
の
再

建
を
願
っ
て
様
々
な
活
動
を
行
な
っ
て
い
る
。
た
だ
、
そ
の
復
興

計
画
は
、
一
般
的
な
儒
家
の
想
像
す
る
も
の
と
は
異
な
り
、
ロ
シ

ア
正
教
徒
で
あ
る
木
莵
麻
呂
な
ら
で
は
の
も
の
で
あ
っ
た
。
例
え

ば
木
莵
麻
呂
は
、
明
治
二
六
年
に
懐
徳
堂
の
再
興
を
謀
っ
て
意
見

書
『
重
建
懐
徳
堂
意
見
』・『
重
建
水
哉
館
意
見
』
を
撰
し
、
貴
紳

に
配
付
し
た
の
だ
が
、
そ
の
中
に
は
、

聖
教
以
て
本
た
り
、
儒
教
以
て
支
た
り
（
聖
教
以
為
本
、
儒

教
以
為
支
）。（『
重
建
水
哉
館
意
見
』）

仲
尼
の
道
は
、
耶
蘇
基
督
の
教
と
相
い
合
う
べ
し
（
仲
尼
之

道
者
、
応
与
耶
蘇
基
督
之
教
相
合
焉
与
）。（『
重
建
懐
徳
堂

意
見
』）

而
し
て
基
督
の
道
は
則
ち
活
言
天
に
発
し
、活
身
地
に
降
す
。

仲
尼
聞
く
を
得
る
弗
き
の
事
、
基
督
教
に
在
り
て
は
則
ち
聞

く
を
得
。
仲
尼
見
る
を
得
る
弗
き
の
事
、
亦
た
見
る
を
得
。

詩
書
載
す
所
の
皇
天
上
帝
の
事
、
唯
だ
隠
顕
の
別
異
有
り
。

而
れ
ど
も
其
の
実
は
則
ち
一
な
る
の
み
な
れ
ば
、
則
ち
仲
尼

の
道
た
る
は
、豈
に
亦
た
聖
教
を
奉
ず
る
弗
き
を
得
ん
か
な
。

故
に
能
く
聖
教
を
奉
ず
る
者
は
、
則
ち
仲
尼
の
旨
を
得
（
而

基
督
之
道
則
活
言
発
於
天
、
活
身
降
於
地
。
仲
尼
弗
得
聞
之

事
、
在
基
督
教
則
得
聞
焉
。
仲
尼
弗
得
見
之
事
、
亦
得
見
焉
。

詩
書
所
載
皇
天
上
帝
之
事
、
唯
隠
顕
之
別
有
異
、
而
其
実
則

一
而
已
、
則
為
仲
尼
之
道
者
、
豈
亦
得
弗
奉
聖
教
哉
。
故
能

奉
聖
教
者
、
則
得
仲
尼
之
旨
）。（『
重
建
懐
徳
堂
意
見）
（9
（

』）
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な
ど
と
、
儒
教
の
キ
リ
ス
ト
教
と
の
一
致
と
、
キ
リ
ス
ト
教
の
儒

教
に
対
す
る
優
越
と
に
つ
い
て
縷
々
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
、

続
け
て
、

其
の
経
典
講
談
、基
督
教
は
必
ず
東
正
教
会
の
定
義
に
据
り
、

儒
教
は
則
ち
必
ず
洛
閩
を
宗
と
す
（
其
経
典
講
談
、
基
督
教

必
据
東
正
教
会
定
義
、
儒
教
則
必
宗
洛
閩
）。（『
重
建
懐
徳

堂
意
見
』）

と
あ
り
、
儒
教
は
朱
子
学
を
用
い
る
と
さ
れ
る
。
本
稿
で
見
て
き

た
態
度
と
齟
齬
が
あ
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
が
、
キ
リ
ス
ト
教
の

天
観
と
の
親
和
性
よ
り
、
朱
子
学
を
正
統
と
し
た
日
本
漢
学
及
び

懐
徳
堂
の
伝
統
を
重
ん
じ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

さ
ら
に
再
建
さ
れ
る
懐
徳
堂
に
つ
い
て
は
、

壁
に
耶
蘇
基
督
と
其
の
使
徒
と
の
聖
像
を
掲
げ
、
傍
に
孔
聖

の
像
を
安
置
す
れ
ば
、
亦
た
可
（
壁
掲
耶
蘇
基
督
与
其
使
徒

之
聖
像
、傍
安
置
孔
聖
之
像
、亦
可
）。（『
重
建
懐
徳
堂
意
見
』）

と
あ
る
。
壁
に
イ
エ
ス
像
と
使
徒
像
を
掲
げ
、
そ
の
傍
ら
に
孔
子

の
像
を
並
べ
れ
ば
よ
い
と
言
う
の
で
あ
る
。
木
莵
麻
呂
は
後
に
こ

の
こ
と
を
振
り
返
り
、「
余
は
孔
教
を
尊
崇
す
る
と
共
に
基
督
正

教
を
信
奉
し
て
、
教
育
上
に
特
殊
の
意
見
を
立
て
、
基
督
正
教
を

経
と
な
し
、
孔
教
を
緯
と
す
る
で
な
け
れ
ば
、
完
備
な
る
教
育
は

成
立
た
な
い
、
…
…
と
い
う
意
見
を
持
つ
て
ゐ
た
」（「
己
巳
残
愁

録
」、『
懐
徳
』
一
〇
号
、
昭
和
七
年
）
と
し
て
い
る
。
漢
学
塾
で

あ
る
懐
徳
堂
の
再
建
計
画
で
さ
え
、
あ
く
ま
で
キ
リ
ス
ト
教
を
主

と
し
儒
教
を
従
と
す
る
と
い
う
立
場
を
貫
く
そ
の
姿
勢
は
、
ロ
シ

ア
正
教
徒
木
莵
麻
呂
の
面
目
躍
如
た
る
も
の
が
あ
る
と
い
え
る
で

あ
ろ
う
。

注（
１
）
中
井
木
莵
麻
呂
に
つ
い
て
は
、
伝
記
と
し
て
牛
島
康
夫
氏
『
パ
ウ
エ
ル

中
井
木
莵
麻
呂
小
伝
』（
宗
教
法
人
大
阪
ハ
リ
ス
ト
ス
正
教
会
、
昭
和

五
四
年
）が
あ
る
他
、
羽
倉
敬
尚
氏「
中
井
木
莵
麻
呂
翁
の
業
歴
」（『
懐

徳
』
第
四
四
号
、
一
九
七
四
年
）、
北
崎
豊
二
氏
「
若
き
日
の
中
井
木

莵
麻
呂
―
『
回
天
新
報
』
と
の
か
か
わ
り
を
中
心
に
」 (

『
大
阪
経
大

論
集
』
四
二
巻
六
号
、
平
成
四
年)

、
北
崎
豊
二
氏
「
中
井
木
莵
麻
呂

の
水
哉
館
再
興
計
画
」(

『
懐
徳
』
六
八
号
、
平
成
一
二
年)

、
竹
腰
礼

子
氏
「
懐
徳
堂
文
庫
を
守
っ
た
人　

―
中
井
木
莵
麻
呂
翁
の
功
績
―
」

(
『
大
阪
あ
ー
か
い
ぶ
ず
』
特
集
号
２
、
昭
和
六
二
年)

な
ど
の
研
究
が

あ
る
。
さ
ら
に
近
年
、
中
村
健
之
介
氏
・
中
村
悦
子
氏
『
ニ
コ
ラ
イ
堂

の
女
性
た
ち
』（
教
文
館
、
二
〇
〇
三
年
）
に
、
妹
で
養
子
で
も
あ
る
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中
井
終
子
と
共
に
取
り
上
げ
ら
れ
、
非
常
に
詳
細
な
伝
記
が
成
っ
た
。

ま
た
、
竹
田
健
二
氏
に
よ
っ
て
重
建
懐
徳
堂
と
の
関
係
に
つ
い
て
研
究

が
進
め
ら
れ
、
そ
の
研
究
を
ま
と
め
た
同
氏
『
市
民
大
学
の
誕
生　

大

坂
学
問
所
懐
徳
堂
の
再
興
』（
大
阪
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
〇
年
）
な

ど
が
上
梓
さ
れ
て
い
る
。

（
２
）
中
井
蕉
園
の
北
方
国
防
論
。
な
お
、
湯
城
吉
信
氏
「
懐
徳
堂
文
庫
資
料

改
題
（
７
）」（
湯
浅
邦
弘
編
『
懐
徳
堂
文
庫
の
研
究　

共
同
報
告
書
』、

大
阪
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
、
平
成
一
五
年
）
に
書
誌
解
題
を
、
拙

稿
「
中
井
蕉
園
『
杞
憂
漫
言
』
翻
刻
」（『
懐
徳
堂
セ
ン
タ
ー
報
』
二
〇

〇
九
、
二
〇
〇
九
年)

に
翻
刻
を
載
す
。

（
３
）『
中
井
木
莵
麻
呂
キ
リ
ス
ト
教
関
係
草
稿
類
』（
大
阪
大
学
附
属
図
書
館

（
懐
徳
堂
文
庫
内
新
田
文
庫
）
蔵
、
蔵
書
票E149

／
天
生
関
係
38
／

365
）
は
、
中
井
木
莵
麻
呂
に
よ
る
キ
リ
ス
ト
教
関
係
の
論
説
草
稿
。
手

稿
。
一
帙
に
原
稿
用
紙
を
仮
綴
し
た
五
冊
の
抄
本
を
収
め
て
お
り
、
表

紙
題
簽
等
は
附
さ
れ
て
い
な
い
が
、
一
行
目
に
そ
れ
ぞ
れ
「
正
教
訳
語

改
定
上
ノ
私
見
」・「
聖
母
原
罪
有
無
論
」・「
第
一
月
一
日　

聖
六
尾
西

利
乙
ノ
伝
」・「
儒
仏
耶
三
教
比
較
結
論
」・「
大
主
教
ニ
コ
ラ
イ
師
ノ
命

ヲ
奉
ジ
テ
中
井
木
莵
麿
拝
覆
ス
」・「
中
井
木
莵
麿
再
」
と
記
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
う
ち
、
本
稿
で
用
い
た
「
大
主
教
ニ
コ
ラ
イ
師
ノ
命
ヲ
奉
ジ

テ
中
井
木
莵
麿
拝
覆
ス
」・「
中
井
木
莵
麿
再
」・「
儒
仏
耶
三
教
比
較
結

論
」に
関
し
て
は
、
拙
稿「『
中
井
木
莵
麻
呂
キ
リ
ス
ト
教
関
係
草
稿
類
』

翻
刻
と
解
説（
一
）」（『
懐
徳
堂
研
究
』第
三
号（
本
誌
）、
二
〇
一
二
年
）

に
お
い
て「
大
主
教
ニ
コ
ラ
イ
師
ノ
命
ヲ
奉
ジ
テ
中
井
木
莵
麿
拝
覆
ス
」

の
解
説
と
翻
刻
と
を
、
拙
稿
「『
中
井
木
莵
麻
呂
キ
リ
ス
ト
教
関
係
草

稿
類
』
翻
刻
と
解
説
（
二
）」（『
懐
徳
堂
研
究
』
第
四
号
、
二
〇
一
三

年
掲
載
予
定
）
に
お
い
て
「
中
井
木
莵
麿
再
」
の
解
説
と
翻
刻
と
を
、

拙
稿「『
中
井
木
莵
麻
呂
キ
リ
ス
ト
教
関
係
草
稿
類
』翻
刻
と
解
説（
三
）」

（『
懐
徳
堂
研
究
』
第
五
号
、
二
〇
一
四
年
掲
載
予
定
）
に
お
い
て
「
儒

仏
耶
三
教
比
較
結
論
」
の
解
説
と
翻
刻
と
を
行
な
っ
た
。
本
稿
を
含
む

こ
れ
ら
四
稿
は
相
補
完
す
る
も
の
で
あ
り
、
併
せ
ご
参
考
頂
け
れ
ば
幸

い
で
あ
る
。
な
お
、
新
田
文
庫
に
関
し
て
は
、
池
田
光
子
氏
「
第
一
次

新
田
文
庫
暫
定
目
録
」（『
懐
徳
堂
セ
ン
タ
ー
報
』
二
〇
〇
四
、
二
〇
〇

四
年
）
と
し
て
書
目
リ
ス
ト
が
、
同
氏
「
第
一
次
新
田
文
庫
暫
定
目
録

（
続
）」（『
懐
徳
堂
セ
ン
タ
ー
報
』
二
〇
〇
五
、
二
〇
〇
五
年
）
と
し
て

器
物
リ
ス
ト
が
公
開
さ
れ
て
い
る

（
４
）
本
資
料
に
は
ニ
コ
ラ
イ
の
講
演
自
体
は
収
載
さ
れ
て
い
な
い
が
、
牛
丸

氏
前
掲
書
に
、
ニ
コ
ラ
イ
の
「
人
間
の
魂
に
と
っ
て
は
、
そ
う
し
た
道

徳
概
念
に
劣
ら
ず
本
質
的
で
あ
る
様
々
な
理
論
的
な
問
と
い
う
も
の
が

あ
る
。
そ
れ
ら
の
問
に
孔
子
は
答
え
て
く
れ
る
だ
ろ
う
か
？ 

彼
は
世

界
と
人
間
の
初
め
に
つ
い
て
、
至
高
者
に
つ
い
て
、
人
間
の
使
命
に
つ

い
て
教
え
て
く
れ
る
だ
ろ
う
か
？ 

全
く
否
で
あ
る
。
よ
く
知
ら
れ
て

い
る
こ
と
だ
が
、
そ
う
し
た
問
題
に
つ
い
て
弟
子
た
ち
が
尋
ね
る
と
、

孔
子
は
、
例
え
ば
「
わ
れ
わ
れ
は
地
上
の
こ
と
も
知
ら
な
い
の
に
天
上

の
こ
と
を
語
っ
た
と
て
何
の
益
が
あ
ろ
う
か
」
と
い
っ
た
、
ど
っ
ち
つ
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か
ず
の
返
答
を
し
て
そ
の
場
を
の
が
れ
て
い
る
。
彼
が
一
切
の
高
い
も

の
を
表
わ
す
に
使
う
「
天
」
と
い
う
言
葉
の
内
容
は
曖
昧
極
る
も
の
で
、

そ
の
言
葉
に
よ
っ
て
人
格
的
な
何
か
を
指
し
て
い
る
の
か
、
そ
れ
と
も

非
人
格
的
な
も
の
を
意
味
し
て
使
っ
て
い
た
の
か
、
そ
れ
さ
え
も
わ
か

ら
な
い
の
で
あ
る
」（
牛
丸
氏
前
掲
書
引
ニ
コ
ラ
イ
・
カ
サ
ー
ト
キ
ン「
宣

教
的
観
点
か
ら
見
た
日
本
」（『
ロ
シ
ア
報
知
』第
九
号
、
一
八
六
九
年
））

な
る
言
が
引
か
れ
て
お
り
、
そ
の
儒
教
観
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
往

復
書
簡
の
発
端
と
な
っ
た
ニ
コ
ラ
イ
の
講
演
内
容
も
こ
れ
に
沿
っ
た
も

の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
５
）
久
保
田
の
手
紙
は
同
梱
さ
れ
て
お
ら
ず
、
何
が
引
用
さ
れ
て
い
た
の
か

は
未
詳
で
あ
る
が
、
木
莵
麻
呂
は
、「
古
聖
賢
の
説
」（
後
述
）
に
言
及

し
た
箇
所
に
、「
蕩
〃
上
帝
、下
民
之
辟
。疾
威
上
帝
、其
命
多
辟
」（『
詩
』

大
雅
、
蕩
）・「
有
命
自
天
、
命
此
文
王
」（『
詩
』
大
雅
、
大
明
）・「
誰

此
文
王
、
小
心
翼
〃
。
昭
事
上
帝
」（『
詩
』
大
雅
、
大
明
）・「
上
帝
臨

女
無
貳
爾
心
」（『
詩
』大
雅
、
大
明
）・「
文
王
渉
降
在
帝
之
左
右
」（『
詩
』

大
雅
、
文
王
）・「
上
天
孚
佑
下
民
、
罪
人
黜
伏
」（『
尚
書
』商
書
、
湯
誥
）・

「
惟
天
監
下
民
，
典
厥
義
」（『
尚
書
』
商
書
、
高
宗
肜
日
）・「
夏
氏
有

罪
予
畏
上
帝
」（『
尚
書
』
商
書
、
湯
誓
）
な
ど
を
引
用
し
て
い
る
。
注

三
の
拙
稿
を
参
照
。

（
６
）「
返
信
２
」
に
は
、
続
け
て
以
下
の
よ
う
な
図
が
示
さ
れ
て
い
る
。

天

古
聖
賢

ノ
認
識

上
天 ―

 

皇
天 ―

 

昊
天 ―

 

旻
天
（
形
躰
）

帝 ―
―
 

上
帝
（
主
宰
）

―

（躰　理）

（理兼氣）

陽　陰

道

易
道
ノ

解
説

無
極
―
太
極

唯
理
論

唯
一
神
教

―

―

神　鬼

（用　妙）
―

神

（惰　性）
乾

（
７
）
溝
口
雄
三
氏
が
中
国
の
天
と
キ
リ
ス
ト
教
の
天
と
に
つ
い
て
、「
天
の

こ
の
外
枠
性
、
存
在
原
理
性
こ
そ
が
、
日
本
の
天
と
弁
別
さ
れ
る
中
国

の
天
の
第
一
の
そ
し
て
お
そ
ら
く
根
本
的
な
特
質
で
、
こ
の
点
で
は
、

―
―
主
宰
的
か
造
物
的
か
の
性
格

4

4

上
の
差
異
に
目
を
つ
む
れ
ば
―
―
む

し
ろ
中
世
の
キ
リ
ス
ト
神
に
類
似
的
で
あ
る
、
と
も
い
え
る
（
傍
点
マ

マ
）」（
溝
口
氏
前
掲
論
文
）
と
す
る
よ
う
に
、
こ
れ
は
単
な
る
儒
教
徒

取
り
込
み
の
た
め
の
単
な
る
方
便
で
は
な
く
、
そ
れ
な
り
の
妥
当
性
を

持
つ
主
張
で
あ
る
と
い
え
る
。
現
代
に
お
い
て
も
、
任
継
愈
氏
「
論
儒

教
的
形
成
」（『
中
国
社
会
科
学
』
一
号
、
一
九
八
〇
年
、
後
に
『
任
継

愈
学
術
論
述
著
自
選
集
』
北
京
師
範
学
院
出
版
、
一
九
九
一
年
）
を
は

じ
め
、
儒
教
の
宗
教
性
を
そ
の
天
観
と
関
連
さ
せ
て
論
じ
る
も
の
は
多

く
見
ら
れ
る
。

（
８
）
中
村
正
直
も
、「
孔
子
ノ
称
ス
ル
所
ノ
天
ハ
コ
ノ
造
物
主
ニ
帰
ス
ベ
キ

モ
ノ
ア
リ
ソ
ノ
獲
罪
於
天
無
所
禱
ト
イ
ヘ
ル
又
ハ
天
生
徳
于
予
桓
魋
其

予
何
ト
イ
ヘ
ル
ハ
人
ヲ
支
配
ス
ル
モ
ノ
ヲ
天
ト
イ
ヘ
バ
造
物
主
ニ
当
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ル
」（「
我
ハ
造
物
主
ア
ル
ヿ
ヲ
信
ス
」、
中
村
正
直
述
・
木
平
譲
編
『
敬

宇
中
村
先
生
演
説
集
』
松
井
忠
兵
衛
、
明
治
二
一
年
四
月
）
と
し
て
、

ほ
ぼ
同
様
の
論
法
を
用
い
て
い
る
。

（
９
） 
リ
ッ
チ
は
第
一
篇
に
お
い
て
、ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
形
而
上
学
の
概
念（
始

動
因
・
形
相
因
・
質
料
因
・
目
的
因
）
に
基
づ
き
、
天
主
は
始
動
因
・

目
的
因
の
み
を
持
つ
存
在
で
あ
る
と
説
い
て
い
る
。

（
10
）
リ
ッ
チ
と
マ
ー
テ
ィ
ン
と
の
論
法
の
類
似
性
に
つ
い
て
は
、
栗
山
義
久

氏
「
丁
韙
良
『
天
道
遡
原
』
に
み
る
キ
リ
ス
ト
教
思
想
と
儒
教
思
想
の

融
合
」（『
南
山
大
学
図
書
館
紀
要
』第
七
号
、
二
〇
〇
一
年
）に
詳
し
い
。

（
11
）
並
河
天
民
は
木
莵
麻
呂
か
ら
見
て
五
世
の
祖
に
あ
た
る
。

（
12
）
典
礼
論
争
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
矢
沢
利
彦
氏
『
中
国
と
キ
リ
ス
ト
教
』

（
近
藤
出
版
社
、
一
九
七
二
年
六
月
）
に
詳
し
い
。

（
13
）『
新
約
聖
書
』
の
ナ
ザ
レ
の
イ
エ
ス
の
誕
生
に
関
す
る
箇
所
と
考
え
ら

れ
る
。
因
み
に
、
後
に
木
莵
麻
呂
が
ニ
コ
ラ
イ
と
共
に
訳
し
た
『
我
主

イ
イ
ス
ス
ハ
リ
ス
ト
ス
の
新
約
』（
ハ
リ
ス
ト
ス
正
教
会
聖
書
出
版
事

務
所
、
明
治
三
五
年
五
月
）
に
は
「
其
母
マ
リ
ヤ
イ
オ
シ
フ
に
聘
ぜ
ら

れ
て
、
未
だ
婚
せ
ざ
る
先
に
聖
神
に
由
り
て
孕
め
る
こ
と
見
れ
た
り
」

（「
マ
ト
フ
ェ
イ
福
音
」
第
一
章
一
八
）
と
あ
る
。
新
共
同
訳
（『
聖
書

　

新
共
同
訳
』
日
本
聖
書
協
会
、
一
九
九
六
年
）
で
は
、「
母
マ
リ
ア

は
ヨ
セ
フ
と
婚
約
し
て
い
た
が
、
二
人
が
一
緒
に
な
る
前
に
、
聖
霊
に

よ
っ
て
身
ご
も
っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
」（「
マ
タ
イ
に
よ

る
福
音
書
」1.18

）
に
作
る
。

（
14
）「
神
滅
不
滅
」
論
争
と
は
、
梁
代
、
范
縝
の
『
神
滅
論
』（
形
（
肉
体
）

と
神
（
霊
魂
）
と
の
関
係
を
、
刀
の
本
体
（
質
）
と
切
れ
味
（
用
）
と

い
う
比
喩
を
用
い
て
、
刀
が
無
く
な
れ
ば
切
れ
味
が
そ
れ
だ
け
で
は
存

在
で
き
な
い
よ
う
に
、
肉
体
が
滅
す
れ
ば
霊
魂
も
滅
す
る
と
論
じ
た
）

に
始
ま
る
、
神
（
＝
霊
魂
）
が
死
後
消
滅
す
る
か
し
な
い
か
の
問
題
に

関
す
る
論
争
。
僧
祐
編
『
弘
明
集
』（『
大
正
大
蔵
経
』
巻
五
二
）
に
多

く
関
連
資
料
を
収
む
。

（
15
）
例
え
ば
、「
敻
以
て
三
教
殊
な
る
と
雖
も
、
同
じ
く
善
に
帰
す
。
其
の

迹
深
浅
有
る
に
似
た
れ
ど
も
、
其
の
致
理
に
殆
ど
等
級
無
し
（
敻
以
三

教
雖
殊
、
同
帰
於
善
。
其
迹
似
有
深
浅
、
其
致
理
殆
無
等
級
）」。（『
周

書
』
巻
三
一
列
伝
第
二
三
、
韋
敻
伝
）
な
ど
。

（
16
）
例
え
ば
、「
八
年
御
製
原
道
辯
曰
く
、
仏
を
以
て
心
を
修
め
、
道
を
以

て
生
を
養
い
、
儒
を
以
て
世
を
治
む
（
八
年
御
製
原
道
辯
曰
、
以
仏
修

心
、
以
道
養
生
、
以
儒
治
世
）」。（『
玉
海
』
巻
三
二
「
淳
熙
原
道
辯
」）

な
ど
。

（
17
）
木
莵
麻
呂
は
厖
大
な
日
記
を
残
し
て
お
り
、「
返
信
１
」「
返
信
２
」
に

つ
い
て
も
当
時
の
日
記
に
、「（
引
用
者
注
…
五
月
）
十
四
日　

火　

晴

…
…
○
発
信　

封
書
三
通　

久
保
田
啓
十
郎
宇
治
覆
書
」（『
秋
霧
記
』

（
明
治
四
十
年
一
月
権
輿
）
巻
十
三
）、「（
引
用
者
注
…
七
月
）
二
十
七

日　

土　

晴
…
…
○
雑
事　

久
保
田
啓
十
郎
氏
ニ
答
フ
ル
書
ヲ
校
シ
テ

之
ヲ
封
ズ
明
日
ヲ
以
テ
之
ヲ
郵
寄
ス
ベ
シ
」（『
秋
霧
記
』（
明
治
四
十
年

七
月
権
輿
）巻
十
四
）と
記
録
し
て
い
る（
大
阪
大
学
付
属
図
書
館
蔵
）。
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三
校

（
18
）
例
え
ば
小
崎
弘
道
は
、
木
莵
麻
呂
が
自
明
の
根
拠
と
す
る
天
啓
に
つ
い

て
、「
世
人
が
基
督
教
を
学
ぶ
に
当
り
、
之
を
信
ず
る
に
最
も
困
難
を

究
む
る
所
は
天
啓
の
一
事
な
り
」（『
信
仰
之
理
由
』
第
五
章
「
天
啓
及

ひ
其
必
要
」
警
醒
社
、
明
治
二
三
年
）
と
し
て
い
る
。

（
19
）『
重
建
懐
徳
堂
意
見
』『
重
建
水
哉
館
意
見
』
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
懐

徳
堂
文
庫
資
料
解
題
（
21
）」（
湯
浅
邦
弘
氏
編
『
懐
徳
堂
文
庫
の
研
究

２
０
０
５
（
共
同
研
究
報
告
書
）』、
大
阪
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
、

平
成
一
七
年
二
月
）
に
解
題
を
載
す
。
ま
た
、
木
莵
麻
呂
の
懐
徳
堂
再

建
運
動
に
つ
い
て
は
、
北
崎
豊
二
氏
「
中
井
木
莵
麻
呂
の
水
哉
館
再
興

計
画
」(

『
懐
徳
』
六
八
号
、
平
成
一
二
年)

に
詳
し
い
。
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